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改訂版の発刊にあたつて

平成 26年 3月 20日 、参議院本会議において税理士法改正案を含む平成 27年度の税制改正法案が可

決され、税理士法改正が実現しました。今回の税理士法改正は、税理士による国会議員等後援会がな

ければ決して実現できなかつた、それほど税政連と税理士による国会議員等後援会は重要な役割を担

うこととなりまし亀

平成 26年だけでなく、平成13年、昭和 55年の税理士法改正で税理士による国会議員等後援会は重

要な役割を担いまし亀 さらに税制改正においても、法人税法第35条、すなわち特殊支配同族会社の

役員給与の損金不算入制度の廃上をはじめ、毎年の税制改正で税政連・税理士会の多くの要望が実現

しています。これらは、後援会と国会議員等との接触を通じて、日常の税政連活動を継続した大きな

成果であると自負しております。

本連盟は、税理士業界の施策に理解を示す国会議員を支援するため、昭和 50年から後援会の組織rヒ

をはじめ、現在約300の後援会が国会議員等に対する支援活動を行つております。この間、後援会は、

税理士法改正、不比市ll改正など多くの重要問題に積極的に対応してまいりました。「税理士による後援会」

は、他の士業には見られないものであり、税政連の地域に密着した活動として、内外から高く評価さ

れているところですが、一部には更なる滑l留ヒが必要と思われる後援会も散見されま坑

本連盟は、後援会対策委員会が中心となり、平成 3年に部内資料として「後援会活動のてびき」を

とりまとめ、その後 4回の改訂を重ね、後援会活動の実践的なマニュアルとして活用されてきまし亀

このたび前回の改訂である平成23年からの政治状況の造展や公職選挙法の改正等を踏まえ、後援会

対策委員会において平成27年度版の改訂作業を進めることといたしました。担当された南条委員長、

艤 I陵員長をはじめ委員の先生方には大変なご尽力を賜り改訂を行うことができまし亀

現在、税政連と税理士会は、次期税理士法改正に向けた新たな一歩を踏み出しております。また、

税制改正、マイナンバー制度、規制改革等の課題が山積しており、これらの解決には地域に密着した

後援会活動に裏づけられた政治力が不可欠であります。今後とも各単位税政連における後援会活動の

充実強化のため、本資料が積極的に活用されることを願つてやみませ疵

平成 27年 8月

日恭院理士政治連盟

会 長 河り|1令持
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第 1章 設立

1-1後 援会の目的

我が国の経済、文化等の安定と繁栄をはかり、国際社会での役割を果たすためには、納

税者のための民主的な租税制度が必要不可欠であります。

その租税制度の適正性・実効性を担保する制度のひとつとして 「税理士制度」があると

認識 されてお り、税理士の社会的、経済的地位の向上を図ることが求められてお ります。

税の専門家である私たち税理士は、その業務を通 じて、実際に税を負担する立場にある

納税者 と常に接 してお り、納税者の税に対する様々な考え方を知ることができます。特に

中小企業者に係る決算や申告業務を通 じて、その経営状況をよく知る立場にあり、納税者

や納税義務者の意見を代弁する者 としてもつともふさわしいと考えられます。

税制は、このような税理士が疑問や矛盾を感 じるようなものであつてはなりません。ま

た、景気対策や少子高齢社会での安定的な財源の確保など、今、税制に求められる機能は

多岐にわたり、税制の方向性を見定め、経済 。社会の変化に適応 したあるべき税制を構築

して行く必要があります。
「税理士による国会議員等後援会」は、税理士会・税政連の目的を実現するために結成

されたものです。後援会活動を通 じて、税理士の存在をアピール し、被後援者の政治活動

をバンクアツプして、専門家としての情報を提供 し、被後援者からは税制改正等における

情報を収集する、「ギブアン ドテイク」の関係を構築しながら、その実現をはかることにそ

の存在意義があります。

後援会は、税政連活動の大きな柱として活動 しなければなりません。政党や個人の後援

会の下請けであつてはならず、一部有力税理士の個人的色彩の強いものであってもなりま

せん。

私どもの、よき理解者を 「国政の場」に送るために後援会は結成されたものです。

1-2 設立準備

後援会の設立には、有志による自然発生的結成、又は各単位税政連の指導による場合等

いろいろなパターンが考えられますが、その前提条件 として、長期的な視野にたち、総合

的に検討する必要があります。

事前に検討するに当たつては、

(1)税理士制度の発展に寄与できる被後援著

(2)所属する政党

(3)支持母体

(4)役職 。経歴

(5)同一選挙区での既存後援会の有無

などの検討が不可決です。特に地方公共団体首長後援会の設立にあたつては、地域に貢献

する税理士に対する被後援者の理解 と外部監査人への税理士の登用問題及び地方独立行政

法人の監事への登用に関し、積極的に取り組む意志等の確認が必要です。

選挙時における推薦は、選挙の都度行われるので、その時の政治事情・地域事情により

推薦の有無を検討すれば良いのですが、一度設立された後援会は、相当期間存続すべきも

のであり、それだけに、設立の必要性については慎重なうえにも慎重に検討 されなければ

なりません。

後援会が設立されれば、税政連活動に重大な影響をもたらすことになるので、所属する

税政連と緊密な事前協議・連絡をする必要があります。



なお、日本税理士政治連盟は、平成 23年 8月 「税理士による国会議員等後援会の支援
に関する規程 (準則)」 を制定しました。この支援規程の制定により、一定の支援要件を備
えた後援会を「税理士による後援会」と称し、単位税政連が全国統一の基準により後援会

を支援することとなり、後援会活動がよリー層活性化されることになりました。

罰
条

。
＞

趣
１
う

＜
第

O 税理士による国会議員等後援会の支援に関する規程 (準則 )

平成 23年 8月 19日 制定

この規程は、税理士を会員として結成された国会議員等後援会 (以下「後援会」とい
のうち、OO税理士政治連盟 (以下、「本連盟」という。)の 目的に合致した後援会を支

援後援会と定め、「税理士によるOO後援会」の名称の使用を認め、支援及び助言を行い、さ
らなる発展と活性化を図ることを目的とする。

(定義 )

第 2条 支援後援会とは、次条から第 6条までの総ての要件を満たす後援会で、正副幹事長会
が認定した後援会をいう。

(被後援者要件)

第 3条 支援後援会が支援する被後援者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1)本連盟の目的を理解 し、一体となって活動すると認められる者
(2)将来にわたつて税理士制度の発展に協力が得られると認められる者

(会員数要件 )

第 4条 支援後援会の会員数は、次の各号のいずれかでなければならない。
(1)本連盟会員 50名以上

(2)選挙区内における本連盟会員の20%以上

(3)本連盟が特に認めた会員数以上

(活動要件)

第 5条 支援後援会は、次の活動をしなければならない。
(1)定期総会の開催
(2)被後援者の支援
(3)被後援者への陳情
(4)国政報告会・勉強会 (公職選挙法、政治資金規正法等)等の開催
(5)被後援者による税務支援会場の視察

(継続要件 )

第 6条 支援後援会は、毎事業年度終了後速やかに次の書類を本連盟に提出しなければならな
い 。

(1)定期総会議案書
(2)役員名簿
(3)会員名簿
(4)政治資金規正法に定める収支報告書の写し

(支援 )

第 7条 本連盟は、支援後援会に対して、次の支援を行 う。
(1)後援会旗の貸与
(2)別に定める基準による助成金の交付
(3)後援会活動に対する情報の提供等

(認定)

第 8条 支援後援会の認定を受けようとする後援会は、次の各号に掲げる書類を本連盟に提出
しなければならない。
(1)後援会規約
(2)役員名簿
(3)会員名簿
(4)政治資金規正法に定める設立届の写し

(規程の改廃 )

第 9条 この規程を改廃 しようとするときは、総務会の議を経なければならない。
附 則

この規程は、平成 23年 8月 19日 から施行する。
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1-3 発起大会の開催

有志による設立準備が終了しますと、発起人を募 り「発起人会」を開催 し設立に向け、
1.規約の作成

2.会員の募集
3.役員選任
4.収支予算

を決める必要があります。

平成 年 月 日

発起人各位

税理士による○○○○後援会 (仮称 )

発起人 ○ ○ ○ ○

税理士によるOOOO後 援会 (仮称)発起人会のご案内

○○の候、ますますご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。
さて、「税理士による○○○○後援会 (仮称 )」 の設立準備のため下記要領にて発起人会

を開催 したいと存 じます。

公私ご多用中の折、誠に恐縮に存 じますが、万障お繰 り合わせのうえ、ご出席ください

ますようお願い申し上げます。

なお、準備の都合上、下票に出欠をご記入の うえ、菜 /ゝ  月 日r Ⅲ (球着 〕 支 で に、

ファクシ ミリに よ りご返信 くださいますようお願い申し上げます。

記

時

所

日

場

１

２

時 分分～午後( )午後 時平成 年

            (同 封地図参照)

月 日

号町 丁 目 番○○市

            (代 表))TEL(
、代表の承認(1)発起)

(2)設立趣意書の承認

(3)後 援会規約 (原案)の承認

の承認(4)人事案 (原案 )

(5)設立総会進行次第の承認

3議 題

(切 り_裏二なく玉も住横1■在→ます)

出 欠 回 示 パ

日 ( )開催の平成 年 月

「税理士によるOOOO後 援会 (仮 称 )」 発起人会に

出 席 欠 席 します。

氏名

※OO税政連本部 FAX番 号 :(   )
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税理士によるOOOO後 援会規約 (案 )

(名  称)

第 1条 本会は 「税理士によるOOOO後 援会」と称する。
(事務所設置 )

第 2条 本会の事務所を○○市○○○○に置く。
(目   的)

第 3条 本会は、〇〇〇〇を被後援者 として、次のことを目的とする。
(1)被後援者の政治 。経済並びに文化的活動を支持し後援する。
(2)我が国の経済及び文化の安定と繁栄をはかるため、納税者のための民主的な租税制度並びに租

税制度の道正性 。実効性を担保する税理士制度の充実と発展に寄与する。
※地方公共団体首長

(2)OO地域の経済及び文化の活性化を図り、公正で透明度の高い地方行政の充実発展に寄与する。
(会員及び組織 )

第 4条 本会は本会の目的に賛同する税理士 (税理士法人を除く)を もつて組織 し、選挙区内地域に支

部を設置することができる。
2 本会の目的に賛同する税理士の家族、税理士事務所又は税理士法人の職員、関与先、関係者 (法

人その他の団体を除く)は賛助会員 となることができる。
3 本会は必要に応 じて顧問及び相談役を置くことができる。
(活  動)

第 5条 本会の目的を達成するため、次に掲げる活動を行 う。
(1)被後援者の後援活動 (2)陳情及び要望活動 (3)各種集会の開催 (4)会員相互の交流、親睦 (5)

その他本会の目的達成に必要な事項

(役員及び任期 )

第 6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副 会長 若干名 (3)幹事長 1名 (4)副 幹事長 若干名 (5)幹事 若干名 (6)会計

監事 若千名
2 役員の任期は、役員選任の総会終了の時から2回 目の定期総会の終了の時までとする。
(役員の選出)

第 7条 本会の役員は総会において選出する。
(総会及び役員会 )

第 8条 本会の活動遂行のため、久の会議を開催する。
(1)総会は全会員をもつて構成 し、原則 として年 1回開催する。

総会で協議すべき事項は、次のとお りである。

① 活動報告に関する事項 ② 決算報告に関する事項 ③ 活動計画に関する事項

④ 予算に関する事項   ⑤ 役員改選に関する事項 ⑥ 規約改正に関する事項

(2)必要に応 じ臨時総会を会長が招集する。
(3)役員会は第 6条 1～ 4号の役員をもつて構成 し、会長が必要に応 じ随時招集する。
2 本会の決議は出席会員の過半数によるものとする。
(会  費)

第 9条 本会は、本会運営のため必要に応 じて会費を徴収する。
2 本会の所要経費は有志の寄附をもつて充当することもできる。
(経費及び会計年度)

第 10条 本会の経費は会費その他の収入をもつて充当する。
2 本会の会計年度は毎年 1月 1日 より同年 12月 31日 までとする。
(役員の任務 )

第 11条 本会の役員の任務は次のとお りとする。
(1)会長は本会を代表し、その業務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐 し、会長事故ある時は、職務を代行する。
(3)幹事長、副幹事長及び幹事は役員会の協議に基づき、第 5条の活動を行 う。

(4)会計監事は会計の状況を監査 し、その結果を総会に報告する。
(規約の補正改変)

第 12条 本規約に定めのない事項については、役員会において決定する。

附 則  1.本 規約は平成〇年○月○ 口よ り施行する。
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1-4 設立総会の開催
発起人会において、規約 (案 )、 役員 (案 )、 事業計画及び収支予算 (案)が決定します

と、いよいよ設立総会の開催 となります。

日時、場所、参加会費などを決定し、会員募集 とあわせて案内をします。案内文書には、
次の書類を同封 します。
1.設立趣意書

2.後援会を設立して頂くにあたり
3,被後援者の履歴書
4.後援会規約
5.事業計画及び収支予算

また、総会終了後、「後援会設立報告」を会員等に発送 し、会員の加入勧奨も行いましょう。

に ア ク ミ リι

平成 年 月 日
各 位

税理士による○○○○後援会 (仮称 )

発起人代表 O O O O

税理士によるOOOO後 援会 (仮称)設立総会のご案内

OOの候、ますますご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。
さて、私たちは、○○税理士会会員 (○○支部)であり○○党で将来を嘱望されている○○○

○△議院議員の後援会の設立準備を進めてまいりましたが、このたび設立総会を開催することと
いたしました。

つきましては、公私ご多用中の折、誠に恐縮に存 じますが、万障お繰 り合わせのうえ、ご出席
くださいますようお願い申し上げます。

また、総会終了後、懇親会を開催いたしますので、あわせてご出席 くださいますようお願い申
し上げます。なお、準備の都合上、下票に出欠をご記入のうえ、来る 月 日( )(必着)ま で

フ シ こよ りご板信 くだ さいますようお願い申し上げます。
記

3予 定

平成 年 月  日 ( )午後 時 分～年後 時 分

○○市             (同
封地図参照 )

町 丁 目 番 号
TEL( ) (代表)

(1)設立総会 (年後 時 分～年後 時 分)

(2)懇 親 会 (年後
5, 000円 (後援ξ

時 分～午後 時 分)

※当日、受付にてお衰
年会費 1, 000円 を含む)

筵払 ください。

費

――………………………‐(切 り取らなくても結構に存じます)

示 票出 欠 回
日 ( )開催の平成 年 月

(仮称 )」 設立総会に「税理士によるOOOO後 援会

出 席 欠 席 します。

氏名

※OO税政連本部 FAX番号 :(   )

１

２

時

所
日
場

△
ム4
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税理士によるOOOO後 援会 設立趣意書

わが国の申告納税制度の発展と適正な納税義務の実現に、税理士制度は大きな役割を果

たしてまいりました。

税理士法には、「独立した公正な立場において、 (中 略)納税義務の適正な実現を図るこ

とを使命 とする」と規定されています。我々税理士は、真摯にこの使命を果たすとともに、

納税者 と接 している専門家の立場から、税制及び税務行政に関して提言を行い、公平かつ

合理的な税制の確立と申告納税制度の維持発展を目指して行動 してまいりました。国家の

根幹を支える税常1に 申告納税制度と税理士制度は必須であり、今後ますます発展させてい

くことが望まれます。

一方、経済社会のグローバル化とともに社会構造が変化 し、日常生活や経済活動におけ

る諸制度についても変革が求められています。我々は、新 しい時代に適合する申告納税制

度 と税理士制度を希求するものでありますが、税理士制度が、その本来の機能を十分に発

揮 し、社会の要請に的確に対応することができる制度としていかなければならないと考え

ています。わが業界の政治力の強化をはかり確実に実現 していかなければなりません。

これ らの考えのもと、私たち発起人は、○○党で将来を嘱望され、税理士制度並びに中

小企業に対して深い理解と認識をもち、高い見識と卓越 した行動力を兼ね備えている△議

院議員○○○○先生を支援するべく、税理士による後援会を結成することとしました。

今後、税理士業界並びに中小企業のためにご活躍されることを支援 し激励申し上げると

もに、平成○〇年の税理士法の改正については、資格及び業際の問題をはじめとする諸課

題の解決について、税理士会会員でもある○○○○先生にご指導をお願いするものであり

ます。

私たち発起人は、より多くの税理士がこの趣旨にご理解 とご賛同を賜わり、税理士によ

る○○○○後援会の会員として、この活動に参加されることを要請いたします。

平成 年 月 日

発起人代表

発 起 人

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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後援会を設立 して頂 くにあたり

○○税理士政治連盟の先生方におかれましては、日頃、○○一円はもとより、○○○内

各地において大変お世話になってお ります。心より感謝と御礼を申し上げます。

早いもので国会へ送って頂いてから〇年間が過ぎ、この間に日本の政治は大きく変化い

たしました。

私は一貫 して、自身の公約である 「○○」「○○」に取 り組み、多くの国民の皆さまが、

税金の集め方や使い方にこれまで以上に関心を寄せて頂けるようにな りました。

税制は、民主主義を支える根幹であり、常に公平で、透明性が確保 され、納得 して納税
していただけるようにしなければなりません。

企業活動の国際化がますます進むとともに、新 しい税制改革の潮流も生まれています。
税制抜本改革を行 うに際 しては、時代や社会の変化をしっか り認識 しなければなりませ

ん。

なかでも先生方は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納

税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税

義務の適正な実現を図る使命を負つておられます。国政の場でぜひ先生方の税に関する深

く幅広い知見をご提供いただきますよう心からお願い申し上げます。
この度の後援会の設立に対 し、あらためて心より感謝申しあげます と共に、今後とも引

き続きご指導を賜わりますことを心より祈念申し上げ、ご挨拶 とさせて頂きます。

平成 年 月 日

△議院議員 ○ ○ ○ ○

履 歴 書

平成 年 月 日現在

個人事項
氏名
生年月 日

住所

○○ ○○

昭和 年 月

OO市  町

日生 (満 歳)

丁目 番 号

学歴

昭和 年 3月 :○○大学○○学部 卒業、○○学士

職歴 (期間、職位、職場名)※被後援者が税理士である場合は登録番号等を必ず記載する。
昭和 年 月～昭和 年 月 :   ○○○○東京事務所に勤務
昭和 年 月～昭和 年 月 :   ○○党○○△区総支部 総支部長
昭和 年 月～現在 :       参議院議員 (○○選挙区選出)

現在の主な役職
〈国会〉

〈政府 (大臣等)〉
〈党〉

○○委員会委員長等
○○大臣等
○○県連会長等

以 上
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○後援会の入会届

平成  年  月  日

各   位

税理士によるOOOO後 援会 (仮称 )

発起人代表 □ □ □ 囲

「税理士によるOOOO後 援会 (仮称 )」 入会のお願い

拝啓 ○○の候、ますますご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。

さて、私たちは、○○○○議員の後援会の設立準備を進めてお ります。

○OOO議 員は、平成○〇年○月の第○○回選挙において、○○区で当選され、以後、○○な

どの要職を務められています。

この間、我々の税制改正などの税攻連の要望等に射 し深いご理解をいただいてお り、○○○○

議員のご助力が絶対に必要です。

つきましては、趣旨ご理解を賜 り、後援会にご入会くださいますようお願い申し上げます。

お手数をおかけしまして恐縮に存じますが、入会申込書をご記入のうえ、ファクシミリにより

ご返信 くださいますようお願い申し上げます。

(切 り取らなくても結構に存 じます )

『税理士によるOOOO後 援会 (仮称)」 入会申込書

税理士による○○○○後援会 (仮称 )

発起人代表 □□□□ 殿

税理士によるOOOO後 援会への入会を申し込みます。

平成  年  月  日

氏名              0

FAX返 送先 (   )

登 録 番 号 支 部

事務所所在地 一Ｔ

電 話 番 号

FAX 番  号
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画計

日

日

業事

月

月

度

年

年

年

成

成

平

平

成

自

至

平

基本方針

○○税理士政治連盟の運動方針に則 り、○○税理士政治連盟及び同支部連合会並びに支

部 との連携を緊密にし、挙会一致団結 し、以つて組織の拡充強化を図るとともに、○○○

○△議院議員の政治活動を強力に支援する。

重点運動

1.後援会組織を拡充強化 し、強力な選挙支援体制を構築する。
2.○ OOO△ 議院議員の国政報告会及び懇談会を随時開催する。
3.税制及び資格制度について勉強会を開催する。

事業計画

1.選挙支援施策の実施

2.確定申告期の税務相談会場の視察

3.国政報告会の開催 (2回 )

4.懇談会・勉強会の開催 (2回 )

成

自

至

平 年 度 収 支 予 算

平成 年 月 日

平成 年 月 日

(収入の部 )

(支 出の部 )

科   目 金   額 備   考

1.会費

2.寄附金

(1)個 人からの寄附

(2)政治団体からの寄附

3.事業収入

4.そ の他収入

(1)受取利息

(2)雑収入

会員○○名 ×○○円

設立総会会費○○名×○○円

合  計

科   目 金  額 備  考

1.経常経費

2.政治活動費

(1)組織対策費

(2)総会費

(3)選挙対策費

3.予備費

通信費ほか

合  計
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科 目 摘要

1.交付金収入 税政連本部、県連、支部連等からの交付金収入

2.寄付金収入

(1)個人からの寄附

(2)政治団体からの寄附

会費等個人からの寄附

各政治団体からの寄附

3。 その他収入

(1)特別会費

(2)預金利息

(3)雑収入

支部大会・役員会に際しての懇親会費等

《収支計算書及び収支予算 (案)の勘定科日について (例示)》

政治資金規正法は、政治団体に対して選管への収支計算書提出を義務付けています。後

援会の収支計算書作成に当たっては各勘定科目について次の点を注意してください。

(収入の部)

(支出の部)

後援会旗の無償貸与につきましては、選挙管理委員会へ提出する収支報告書には、金銭以外の

寄附相当分 (12,600円 )を (収入の部)「その他の収入」、 (支 出の部)「政治活動費 。その他の

経費」に記載する必要があります。

摘 要科 目

1.経常経費

(1)人件費

(2)光熱水費

(3)備 品 。消耗品費

(4)事務所費

事務局職員への報酬負担金等

事務局の電気、ガス、水道代負担金等

各種備品、事務用品費等

事務局の電話使用料負担金、切手購入費、郵便料金等、事務

所の維持に通常必要とされる費用

定期大会会場費等

諸会議の交通費、喫茶代等

支部会員の啓蒙等、組織に関する対策費

政党 。議員等の政治資金パーティー券購入代、議員等 との懇

談会費用等

役員等出張旅費

会員の慶弔費、他の団体へのお祝等

陣中見舞等の選挙活動費

政治活動に関する寄附金等

2.政治活動費

(1)組織活動費

①大会費

②会議費

③組織対策費
④国会対策費

⑤出張旅費

⑥交際費

(2)選挙関係費

(3)寄附・交付金
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1-5届 出

1選挙管理委員会への届出

後援会は 「政治団体」であり、税政連 。会員・被後援者等からの収入は 「政治資金」に

該当しますので、政治資金規正法に基づき都道府県選挙管理委員会への届出が必要です。

後援会が選挙管理委員会に提出する書類・期限は次のとお りです。

(1)設立届 ・……設立後 7日 以内

(2)代表者等の異動届 ・……異動のあった日から7日 以内

(3)収支報告書 ……・暦年分を原則として毎年 3月 末 日まで、国会議員関係政治団体につ

いては 5月 末 日まで

(4)解散届・収支報告書 …… 解散後 30日 以内

※政治資金規正法第 19条の 7第 1項第 2号に係る政治団体は、登録政治資金監査人による、

政治資金監査を受ける政治団体となります。被後援者 と充分ご相談ください。

2 税政連への届出

所属税政連への報告事項として、

(1)選挙管理委員会へ提出した届出書の写し

(2)後援会規約

(3)役員名簿

(4)会員名簿

(5)設立総会議案書

を提出してください。

後援会の設立に関しては、所要の手続により所属税政連を経て日税政から設立助成金・

後援会旗等が支給されます。また、後援会の各種活動には、所要の手続により助成金等

を支給する税政連もあります。

平成  年  月  日

各 位

税理士による○○○○後援会

会 長 ○ ○ ○ ○

幹事長 ○ ○ ○ ○

「税理士によるOOOO後 援会」設立のご報告

○○の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたびは、「税理とによる○○○○後援会」にご入会いただき、また設立にあた りましては、

何かとご協力を賜わ りましたことを衷心より厚 く御礼申し上げます。おかげをもちまして、

設立総会も 月 日、○○○○先生ご臨席のもと盛大に開催することができ、規約及び人

事等の全て議案のご承認を賜わりました。

後援会では、日常活動をはじめ選挙支援についても力を尽くしてまいりたいと考えてお

ります。お願い事ばか りで恐縮に存 じますが税理士制度の発展のため、各位におかれまし

ては、今後とも尚一層のご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

末筆になりましたが、各位のますますのご健勝とご多幸を祈谷申し上げます。

追而

一、後援会の年会費 (1,000円 )の納入をお願いいたします。平成 年度 (平成 年 月

日～平成 年 月 日)分です。同封の郵便振替用紙をご利用ください。

以上
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政 治 団 体 設 立 届 (政治資金規正法施行規貝1(第 1号様式))

別記

第 1号様式 (第 1条関係 )

総 務 大 臣

何(都道府県)選挙管理委員会

政 治 団 体 設 立 届

殿

平成○〇年OO月 ○○ 日

政治団体の名称 税選士によるOO後検会

事務所の所在地 永京都品州区大埼 卜■-8

代表者の氏名 同純 太

'卜

    ◎

政 治 資 金 規 正 法 第 6条 第 1項 の 規 定 に よ り、 下 記 の とお り届 け 出 ます 。

記

ふりがな ぜいうしによるOOこ うえんかい 政 治 団 体 の 区 分

□ 政党  □ 政党の支部  □ 政治資金団体 (政党が指疋
~l

□ 政治資金規正法18条の2第 1項の規定による政治団体
□ その他の政治団体  □ その他の政治団体の支部

国会議員関係政治団体の区分

政治団体
の 名 称

枕理士による○○イえ検会

□政治資金規正法第 19条の7第 1項第1号に係る国会議員関係政治団体
□政治資金規正法第 19条の7第 1項第2号に係る国会議員関係政治団体

目  的 別 紙 の と お り 組織年月 日 平成00年 OOtt OO日

主たる事務

所の所在地

(〒 141-O032)              電 言舌 (03-5435-0910)

東京都品夕Ii医大埼1-11-8
主 た る

活動区域
燕京

区  分 氏   名 住 所・電 話 生年月日 選任年月日

ふりがな にちぜい たろう 大・⑭・平 平 成

代 表 者 口枕 天
'ト

〒1414032電 話 (o3-5435刊 910)

品川区大崎 1-11-3 OOttOOtt OO日 OOttOOtt OO日

ふりがな にちぜい じろう 大こ⑭・平 平 成

会計責任者 口純 二

'ト

〒141(X132電話 (03-5435(1910)

品川区大崎 1-11-8 OOttOOtt OO日 00年 OOtt OO日

ふりがな にちぜい  きポろう 大・⑭・平 平 成

会計責任者の

職務代行者
口純 二Яト

〒141-劇32電話 (o3-5435く 1910)

品川区大崎 1-11-8 OOttOOtt OO日 OOttOOtt OO日

支部の

有無
有 ・ ⑮ 課税上の優遇措置の適用関係の有無 ④ ・ 無

代表者である公職の候補者に係る公職の種類
政治資金規正法第 19条の 7

第1項第1号に係る国会議員

関係政治団体

□衆議院議員 (現職 )

□参議院議員 (現職 )

□衆議院議員 (候補者等)

国参議院議員 (候補者等)

公千哉の候補者の氏名 公職の候補者に係る公職の種類
政治資金規正法第 19条の 7

第1項第2号に係る国会議員

関係政治団体

(ふ り が な )

OO  OO

OO OO

□衆議院議員 (現職 )

□参議院議員 (現職 )

□衆議院議員 (候補者等)

□参議院議員 (候補者等)

-12-



(注意 ) 1□ にチェックを入れてください。
2代表者の氏名欄は記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署すること。
3組織日の翌日から起算し、 7日 以内に届け出ること。
4団体名称は、政党及び政治資金団体と類似 しないこと。
5「主たる事務所の所在地」は、○丁目○番○号○○号室 (○○方)ま で記載すること。
6生年月日の年号欄に該当するものにOをすること。
7「課税上の優遇措置」とは、個人寄附に姑する税制上の優遇措置のことである。

この優遇措置の対象となる団体 (適格団体)は次のような団体に限られる。

①政党及び政党支部

②政治資金団体

③現職の国会議員が主催する又は主な構成員である政治団体 (国会議員氏名届を提出)

④政策研究団体 (国会議員氏名届を提出)

⑤衆議院議員、参議院議員、都道府県の長及び議員、政令指定都市の長及び議員 (候補者、

候補者となろうとする者を含む)の後援会

(国会議員関係政治団体に該当する旨の通知又は被推薦書を提出)

注 :一般の区市町村の長と議員の後援会は対象外である。
8提出都数は 3部。 (1部は本人控え分として受領印を押し返却。)

9添付書類 すべて 3部必要 (③④については、一部は正本、 2部はコピーでもよい)

①規約 (全団体必須)

②国会議員氏名届 (現職の国会議員が主催する又は主要な構成員である政治団体と政策研究団

体。)

③被推薦書 (都道府県又は政令指定都市の長・議員 (候補者、候補者となろうとする者を含む)

の後援会)

④国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

(政治資金規正法第 19条の 7第 1項第 2号に係る国会議員関係政治団体)

10資金管理団体の指定も同時にする場合、「資金管理団体の指定届」も同時に提出すること。
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《Q&A》

Q:後援会は同一選挙区に複数あつてもよいか。

A:後援会の結成は、原則 として 1選挙区 1後援会が望ましいでしょう。参議院選挙の複

数区や地域事情等により複数存在する場合は、後援会会員である前に税理士としての品

位・資質をもつて、節度ある後援会活動をする必要があります。

Q:地方自治体の首長を対象に後援会を結成したいが・―・

A:地方自治体の外部監査人制度や行政不服審査法に係る審理員、第二者機関の委員等の

関連もあり、当面、都道府県及び中核市以上の首長を対象にした後援会の結成を積極的

に取り組むべきです。 日税政においても助成金及び後援会旗等の交付を行い、結成支援

の充実を図つています。

Q:後援会の会員は、税理士のみとすべきか。

A:後援会は、「税理士による国会議員等後援会」と称 してお り、名は体を表すことわざの

如く、「税理士による後援会」であり、税理士中心の後援会であります。

しかしながら、税理士のみで組織するだけでは、十分な活動と成果をあげることがで

きないので、税理士の家族、税理士事務所の職員、税理士の関与先・関係者を含めた組

織作 りをする場合があります。平成 25年度に後援会対策委員会が行つたアンケー トによ

れば、回答数 220後援会のうち 3.2%に あたる7後援会が税理士以外を会員としています。

この場合、税理士を 「正会員」とし、その他の構成員を 「賛助会員」として組織する

ことが望ましいと考えています。

なお、政治資金規正法の関係上、税理士法人又は関与先法人は後援会に加入できませ

ん 。

Q:後援会の会費について、会員の理解をよリー層得 られるような規定としたいが、どの

ようイこすればよいか。

A:後援会規約には、会費の徴収と寄附に関する規定が必要です。

月次会費・年次会費に相碧する「通常会費」を徴収 し、各種行事のたび毎に 「臨時会

費」を徴収するのが理想的な後援会の財務運営であります。

税政連からの助成金や被後援者等からの資金提供に頼 らず、後援会が独自に集める会

費、特に通常会費の徴収を組織充実の一要素であると捕 らえた財務方針が必要でありま

す。

なお、「税理士による後援会」であるためにも、賛助会員からの通常会費の徴収は避け

るべきです。
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第 2章 日常活動

2-1 年間スケジュール

1年間の活動計画について、次の事項を掛酌 しながら、総会・各種集会・被後援者との

接触・役員会等の年間スケジュールを予め決めておく必要があります。

(1)被後援者に関連する選挙があるか否かにより、全く異なる活動をしなければなりませ

ん。

(2)時宜に応 じ、目的にかない、会員の負担にならず、飽きのこない活動を心掛け、いつ

も同じ様な活動パターンにならないよう、創意と工夫が必要です。

(3)被後援者 と会員とのコミュニケーション、心の繋がりがより強くなるような計画・配

慮が大切です。

(4)後援会の活動計画の立案にあたつては、税理士会・税政連・関連団体の行事開催予定

等を情報収集 します。

(5)国会、政府 。政党等の委員会等開催予定、国政・地方の選挙予定等の政治情報を収集

します。

(6)一般的には、被後援者のスケジュールを調整 している秘書がいるので、その秘書との

連絡パイプを作つておくことは特に重要です。

(7)政治活動に多忙を極めている被後援者が多いので、出席を確約 した被後援者からの突

然の遅刻・早退・欠席を予め想定 した対応策、例えば、配偶者の代理出席・行事進行の

変更・会員への緊急連絡等を検討 しておくことも大切です。

後援会開催行事等 年間開催回数 摘 要

年 1回 支部会員への案内状送付定期総会

後援会役員会 年 1回以上

収支報告書の提出 年 1回 政治資金規正法に基づく書面

被後援者への陳情 その都度 本部の要請に応 じて

年 1回以上国政報告会・研修会

ミニ懇談会 年 2回以上 若手税理士の参加 を呼びかける。

現職議員の確申期会場視察 年 1回

後援会だよりの発刊 年 2回以上
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2-2 総会、各種講演会等

次のような集会を時々企画 して、被後援者 と会員・賛助会員との交流の機会をつくり、

定期総会をはじめ、実情に応 じた陳情・意見交換会・勉強会・懇親会等を適宜、組み合わ

せて実施 します。集会の内容により、税政連との共催・後援も一つの方法です。

.定期総会

年 1回、被後援者臨席のもとに総会を開催 し、被後援者には税理士業界に関連する政

局の動向等の時局講演を依頼 します。全会員を対象とした総会を開催 してください。総

会開催に際しては、事前に役員会を開催 し、会議の進行や会員への周知等について打ち

合わせます。マニュアルや文書例は次のとお りです。

(1)役員会の開催

できれば、被後援者又は秘書の出席を求め、次の事項について決定します。

○議案の確定 ①活動報告 ②決算報告 ③活動計画 ④収支予算  ⑤役員改選 ほ

か

O総会日時・場所の決定

○懇親会の開催 (会費の額ほか)

○来賓・招待者の確定

○その他総会運営に必要な諸準備

(2)総会開催通知の発送 (招待者を含む)

(3)総会次第 (例 )

第 1部 国政報告会 (会員研修会)ま たは地方行政報告会 (例、県 政報告会、市政

報告会等) サブタイ トルとして、対象者を8頭にしたタイムリーで話題性のあるテ

―マを選定 し、ネー ミングにも一工夫を6

1開会あいさつ、2講師紹介 (被後援者本人以外の講師を迎えるにあたつては、

被後援者又は秘書と協議のうえ講師を決定し、文書で要請 します。)、 3国政報告

(研修 )、 4謝辞、5閉会あいさつ

第 2部 総会

1開会あいさつ、2来賓紹介、3議長選任、4議事 (①活動報告 ②決算報告

③活動計画 ④収支予算 ⑤役員改選 ほか)、 5被後援者あいさつ、6来賓あい

さつ、7祝電披露 8閉 会あいさつ

第 3部 懇親会
1開宴あいさつ 2乾 杯<懇談> 3万 歳三唱 4閉 宴あいさつ

(4)こ の他、①進行表・分担表、②役務分担表、③被後援者日程表、④会場配置図、

⑤チェックリス ト、⑥配布資料等を準備します。議案書以外の配布資料 (被後援者
の機関紙など)については、秘書と相談して決めます。

(5)税政連等への報告事項

①代表者、会計責任者の交替等選管届出事項については、選挙管理委員会へ届出す

るとともに税政連に報告します。

②税政連に開催の報告をするとともに議案書 (関係資料を含む)を提出します。

(6)開催通知等の文書例は次頁のとおりです。
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役員会開催通知書

総会開催通知書

平成 年 月 日
役員各位

税理士による○○○○後援会

幹事長  ○ ○  ○ ○

役員会開催のご案内

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
本後援会の活動につきましては、格別のご協力を賜 り厚くお礼申し上げます。
さて、下記により、本後援会の役員会を開催することといたしました。
つきましては、御多忙の折誠に恐縮ですが、お繰 り合せのうえ、ご出席下さいますようご案内
申し上げます。

記

時
所
題

日
場
議

１
２
３

平成 年 月 日 ( )  時 分～ 時 分

1総会の開催について
2今後の活動について
3その他

注 事 の がある にイま 欠 などその旨明記 します。

平成 年 月 日
会員各位

税理士によるOOOO後 援会
会 長  O O O O

総会開催のご案内

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
本後援会の活動につきましては、格別のご協力を賜 り厚くお礼申し上げます。
さて、下記により、○OOO先 生をお迎えして本後援会の総会を開催 し、総会終了

後、引き続き先生を囲んで懇親会を催すことといたしました。
つきましては、御多忙の折誠に恐縮ですが、お繰 りあわせのうえ、ご出席下さいま

すようご案内申し上げます。

記

時
所
題

日
場
議

１
２
３

平成 年 月 日 ( )  時 分～ 時 分

1活動報告に
2決算報告に
3活動計画に
4収支予算に
5役員改選に
6その他

つ

つ

つ

つ

つ

て

て

て

て

て
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2 .臨時総会

臨時総会は、定期総会の開催時期以外に、税政連からの特別提案、後援会としての必

要等ある場合等に開催します。また、必ず被後援者の出席を求めます。被後援者の都合
がつかないときは、被後援者の配偶者又は秘書に代理出席を求めてください。

3.後援会結成周年記念祝賀会、被後援者要職就任祝賀会

後援会結成周年記念祝賀会は、節目節 日に、通常の集会とは違った雰囲気で開催する
ことにより、新鮮さと活気が出てきます。

被後援者要職就任祝賀会は、大臣・副大臣・政務官 。委員長等の要職に就任 した被後

援者の祝賀会は、別の団体が大々的に主催する場合もあるので、積極的に参加協力し、
祝賀会場の特定テーブルに集結する等により、存在感をアピールするのも、一つの方法
です。後援会が独自に開催する場合は、定期総会・時局講演会等と同時開催すれば負担
も軽減されます。

なお、政治資金規正法上の政治資金パーティーに該当する場合がありますので、事前
に所属税政連と協議してください。

(1)企画案の作成
大まかな企画案ができあがると、役員会で実施可能なものか検討します。企画が決

定すると、これを実行に移すための実施計画をつくります。その際、① 担当者、権限、
責任を明確にした組織の編成、② 案内状、招待状、参加呼びかけなどの広報計画、③
スケジュール表等を盛り込みます。

(2)対象者

①後援会会員、②招待者、広報関係者、③後援会会員及び家族、事務所職員、関与

先、一般市民

(3)周知の方法

①全会員に文書を発送します。出席数を把握するため、ハガキを同封しますδ
②関係役員に出席を要請します。

③関与先を含む場合は、案内状を発送する際に後援会で作成したチラシ等を同封しま

す。

④出席状況が不調な場合には、地元支部長、任意団体等に出席方の勧奨を依頼します。
(4)開催通知等の文書例は次頁のとおりです。
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①結成周年記念祝賀会用
○会員への通知書

平成 年 月 日
会員各位

○○税理士政治連盟

会長 ○ ○ ○ ○

税理士によるOO後援会

会長 ○ ○ ○ ○

「税理士によるOO後援会」結成O周年記念祝賀会のご案内

○○の候 会員の先生にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
表題のとお り、「税理士による○○後援会」は、結成以来、はや〇年を経過いたしまし

た。この間、地元 (選挙区名)の (支部名 ) の先生方から一方ならぬご協力ご支援を賜 り
ましたこと、心から御礼申し上げます。

○○先生におかれましては、   (議 員の活動状況を報告 )

後援会では、○○先生の一層のご活躍を願つて、今般、下記により祝賀会を開催するこ
とといたしました。
先生には、大変お忙 しいことと存 じますが、是非ご出席戴き、OO先生に感謝のお言葉

を賜 りますようお願い申し上げます。
記

1 日 時  平成 年 月 日 ( )  時 分～ 時 分
2 場 所         (同 封地図参照)

OO市  町 丁目 番 号 電話 (   )  一
3 会 費  金    円也     (当 日、受付にて申し受けます)

※ 出席・欠席のご返事は、恐縮ですが、 月 日までにお炉頁い致します。

○来資・招待者・報道関係者等への案内書

平成 年 月 日
日本税理士政治連盟会長
○○新聞社政治部長

殿

殿

○○税理士政治連盟

会長 O O O O
税理士による○○後援会

会長 ○ ○ ○ ○

「税理士によるOO後援会」結成O周年記念祝賀会のご案内

OOの侯 貴台ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、「税理士による○○後援会」|ま、 月 日をもつて後援会結成○周年を迎えました。
そこで、本連盟及び本後援会との共催並びにOO税理士政治連盟の後援により、下記の

とお り祝賀会を開催する運びとなりました。
つきましては、ご多用のところ恐縮に存 じますが、ご臨席を賜 りますよう、ご案内申し

上げます。
おつて、同封ハガキによりご出欠のご返事をいただければ幸いと存じます。

記

時

所
日
場

１

２

平成 年

OO市

月 日 ( ) 時 分～ 時 分
(同封地図参照)

町 丁目 番 号 電話 ( )
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②要職就任祝賀会用
○会員への案内状

平成 年 月 日

会員各位
○○税理士政治連盟

会長 O O O O
税理士による○○後援会

会長 ○ ○ ○ ○

OO議員のOO副大臣就任祝賀会のご案内

〇〇の候 会員の諸先生にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、ご承知のとお り、○○先生におかれましては、去る○月、衆議院 (参議院)○○

副大臣 (OO大臣政務官、OO委員長)に ご就任 され、多忙な毎日を過ごしておられます。

(財務金融委員長、財務大臣政務官等の場合)

日税連の税制改正に関する要望もまとまり、既に業界の要望の実現に向けての陳情活動
が積極的に実施 されてお ります。その一環として財務金融委員長 (財務大臣政務官)の地

元後援会が行動を起こすべく、関係機関との協議の うえ、下記のとお り祝賀会を開催する
ことといたしました。

先生には、大変お忙 しいことと存 じますが、是非ご出席いただき、○○議員にお祝いの

お言葉を賜 りますようお願い申し上げます。

記

平成 年 月 日 ( )  時 分～ 時 分

(同封地図参照)

○○市  町 丁目 番 号  電話 (   )   一

金   円也     (当 日、受付にて申し受けます)

※ 出席 。欠席のご返事は、恐縮ですが、 月 日までにお願い致 します。
「この催物は、政治資金規正法第 8条の 2に規定する政治資金パーティーです。」

１

２

　

　

３

時

所
　
費

日
場
　
会

O来資・招待者への案内状

平成 年 月 日

日本税理士政治連盟

会長      殿
○○税理士政治連盟

会長 O O O O
税理士による○○後援会

会長 ○ ○ ○ ○

OO議員のOO副大臣就任祝賀会のご案内

OOの候 貴台ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、ご承知のとお り、この度 (選挙区名)選出の○○先生が衆議院 (参議院)○○副

大臣 (OO大臣政務官、○○委員長)に ご就任 されました。
そこで、本連盟及び本後援会との共催並びにOO税理士政治連盟の後援により、下記の

とお り祝賀会を開催する運びとなりました。
つきましては、ご多用のところ恐縮に存じますが、ご臨席を賜 りますよう、ご案内申し

上げます。
おつて、同封ハガキによりご出欠のご返事をいただければ幸いと存 じます。

時
所

日
場

１
２

平成 年

○○市

月 日 ( )  時～ 時

(同封地図参照)

町 丁目 番 号  電話 (

-20-



4.各種講演会・研修会

時局 。国政・税制等をテーマとして、被後援者の日程の許す限り時々開催 し、会員・

賛助会員はもとより、未加入者にも参加を呼びかけます。特にミニ懇談会を開催 し、若

手税理士の参加を促 し対談形式を取 り入れる等マンネ リ化の打破や組織拡大を意識 した

企画が必要です。

開催通知等の文書例は次のとお りです。

企画案 (時局講演会)企画案

時局講演会企画案

1 名称 。目的 ○○時局講演会、サブタイ トル 「        」
国民的関心事のOOについて税の専門家である我々の○○後援会
とOO税政連が主催 し多くの納税者に理解を求める。

平成 年 月 日 ( )
① 講演会  時～ 時

② 懇談会  時～ 時
OOホテル ○○市○○町 (電話)  一

税理士による○○後援会、○○税理士政治連盟
日本税理士政治連盟、○○税理士政治連盟

懇談会費     円

2  日     口寺

３

４

５

６

７

場
主

協

会

次

所
催
賛
費
第

講演会 ① 開会の辞 (担 当者 :      )
② 会長挨拶
③ 来賓祝辞 日本税理士政治連盟、○○税理士政治連盟
④ 講  演 講師 衆議院議員○○○○先生

テーマ 「        」

⑤ 閉会の辞 (担 当者 :      )

参加見込 会員 人、家族 。事務所職員 人、関与先等 人

懇談会 ① 開会挨拶
② 乾  杯
③ 被後援者挨拶
④ 閉会挨拶

8予  算
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講師要請文書 (時局講演会 )

講師への礼状 (時局講演会 )

平成 年 月 日
先生

OO税理士政治連盟

会長 OOOO

講師派遣のお願い

拝啓 ○○の候、貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、このたび、当連盟 (会員数  人)では〇〇改正問題について会員の理解を深め

るため、下記により「OOOO研 究会」を開催することと致 しました。
つきましては、ご繁多の折、誠に恐縮でございますが、○○改正の趣旨及び業界から出

ている問題点、または今後の展望についてのご講演をお願いしたいと存 じます。
敬 具

記

平成 年 月 日 ( ) 午後 時か ら (時間 分程度 )

OOホ テル ○○市OO町   電話 (  )  一
「       」について

連絡先 ○ ○ ○ ○  電話 (  ) 一

１

２

３

時

所

マ一

日
場

テ

平成 年 月 日

先生

OO税理士政治連盟

会長 ○ ○ ○ ○
ご講演の御礼

拝啓 OOの 侯、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、過 日の「○○○○研究会」実施に当たりましては、ご繁多にも拘らず遠路お出掛け

いただきご講演賜 り哀心より感謝申し上げます。
とりわけ、〇〇問題は私ども税理士にとって大きな関心事であり、講演の内容からも多く

学ぶものがあり、参加者全員満足 しております。厚 く御礼申し上げますとともに、今後とも
当連盟の会務運営につきまして格別のご理解 とご指導を賜 りますようお願い申し上げます。

まずは、略儀ながら書中をもつて御礼申し上げます。           敬 具

追伸 はなはだ不出来ではございますが、写真数葉同封申し上げましたので、ご受納下さい
ますようお願い申し上げます。
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5.被後援者を囲む会等

時局講演会とは異なり、比較的少人数の集会ですが、役員以外の参加にも配意 してく

ださい。

(1)朝食懇談会、秘書との懇談会等

多忙な政治活動に追われている被後援者へのアポイン トは、困難な場合が多いので、

被後援者のスケジュールに合わせて朝食懇談会を開催 したり、身近にいる後援会担当の

秘書を通 じて、税政連の要望事項等を説明し、理解 してもらう必要があります。年 1回

程度は、秘書との懇談会等を開催 してください。

(2)被後援者主催行事への参加

被後援者の政治団体等が主催する各種行事には積極的に参加 し、後援会旗を有効に活

用する等後援会の存在感を認識 してもらう努力をしてください。

(3)開催通知等の文書例は次のとおりです。

朝食懇談会通知書 (税政連あて協力要請)

平成 年 月 日

○○税理士政治連盟

会長      殿

税理士によるOO後援会

会長 O O O O

OO議員との朝食懇談会への臨席方お願い

謹啓 OOの 侯、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび下記により、○○議員との懇談会を開催することとなりました。
つきましては、御多忙の折から誠に恐縮に存 じますが、貴職並びに関係役員のご臨

席を賜 りますようご案内申し上げます。                 敬 具

記

1 日 時 平成 年 月 日 ( ) 午前 時 分

懇談会 午前 時 分～ 時 分

2 場 所  OO市 ○○町 電話 (  )
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懇談会通知事 (例 1)

懇談会通知事 (例 2)

平成 年 月 日

税理士によるOO後援会

会 員 各 位

税理士によるOO後援会

会長 O O O O

OO議員との懇談会のご案内

会員先生には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、かねてから後援会の

会務運営にご協力をいただき御礼申し上げます。

さて、衆議院の解散・総選挙の日程もほば決ったかの感もありますが、OO税理士政治連

盟では下記の要領で○○議員を囲み国政の情勢を聞き、税制などに対する我々の要望を陳情
し、かつ、今後の活躍を期待して、励ますための会を開くことにしました。

ご多忙中とは存じますが、後援会の目的・意義を再確認するためにも、是非ご参加下さる

ようご案内申し上げます。

記

１

２

日  時 平成 年 月 日 ( )   時 分

場  所 OO商 工会議所 ○階 大会議室  電話 (  )

謹啓 ○○の候、先生にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は「税理士による○○後援会」の活動につきまして、種々ご高配を賜 り厚 く御礼申し

上げます。

さて、来る 月 日 ( )、 OO大臣が○○代議士の励ましの会に出席されるため当地を

訪問されるととなり、私たち税理士にとつてまたとない好機 と存じます。

税制等の改正問題 と地元経済の建て直し等、膝を交えた貴重な時間をいただくこととなりま

した。短い時間ではございますが、是非ご出席いただき、OO大臣、OO代議士を囲んでの

忌憚のない意見の交換を致したくご案内申し上げます。

また、引き続き、「OOを励ます会」も催されますので、何かと御多忙の中、恐縮ではご

ざいますが、併せて宜しくお願い申し上げます。      敬 具

税理士によるOO後援会

会長 ○ ○ 〇 〇

記

平成 年 月 日 ( ) 時 分 (時間厳守願います)

電話 (  )  一

時

所

日

場
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2-3 税務支援の実情視察

所得税確定申告期に税理士会が行 う税務相談会場の現場を被後援者に見てもらうことは、
税理士及び税理士会の活動を理解 してもらうために不可欠です。
1 税務支援の実情視察の意義

関係議員へ税務支援の現状、税理士の社会貢献事業について理解 してもらいます。
2 議員への視察要請

後援会から、直接関係議員に文書で要請 します。
3 その他留意事項

(1)案内・説明者は、後援会の会長・幹事長等が行います。
(2)必要に応 じて税政連役員に参加を要請 します。
(3)視察する会場 との打合せ・連絡、議員 日程表、視察終了後の懇談・陳情等を事前に
準備 します。

(4)視察終了後は、税政連への報告を忘れずに行ってください。
《文書例》

国会議員への要請文書 (税務支援の実情視察 )

平成 年 月 日
衆 (参)議院議員

○ ○ ○ ○ 先生

OO税理士会

会長 OOOO
OO税理士政治連盟

会長 OOOO

当会の行う「無料税務相談」に実情視察方お願いについて

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当会並びに当政治連盟に対 しましては、格別のご指導とご理解を賜 り厚く

お礼申し上げます。

さて、当会では、税理士法に基づき税理士の社会貢献を果す一環として、毎年個人
の確定申告期に広く小規模納税者を対象に、 2月 中旬より3月 上旬に至る間、当会の

地域で延べOOヵ 所の会場において無料税務相談を積極的に実施 してお ります。
ちなみに、昨年の当会管内に置いて実施 した無料税務相談の状況は、出動した税理

士数は延べOOOO人 、相談した納税者数も実に○○○○人に達してお ります。
このほか、地域の商工会、商工会議所、青色申告会等の要請に応 じて出動した税理

士数は延べOOOO人 、相談納税者数は〇〇〇〇人であり、実に膨大な納税者に奉仕
いたしている現状であります。

つきましては、政務何かとご多端の折とは存 じますが、是非とも私どもの実施 して
お ります無料税務相談会の実施状況をご視察いただき、更にご指導とご理解を賜 りた
くご案内申し上げます。

なお、ご視察に際しましてのご案内及び日時、場所等の詳細なご連絡方につきまし
ては、地元税理士が当たらせていただくこととなってお りますので何卒宜しくお願い

申し上げます。                            敬具
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2-4 会員の増強

1.会員増強の必要性

会員数の拡大とともに、会員意識の高揚を図るための会員増強策が必要です。税理士

会等での日頃の交流 。人脈等の活用も大切であり、後援会の日常活動の活性化による後

援会・被後援者の魅力をPRすることも、会員の増強に繋がります。

また、規約に賛助会員制度を設けて会員の拡大をすれば、選挙の時の大きな戦力に繁

がります。税理士会員の冠婚葬祭に際し、後援会役員名の名刺を持参することによりP
Rを図つている後援会もあります。

ただし、選挙前の時期などに会員の拡大運動に名を借 りて、事実上の選挙運動に当た

るような場合には、事前運動の禁上に当たるので、注意する必要があります。

2.チラン・パンフレット作成上の注意事項

会員の増強を目的としたチラシやパンフレットを作成する場合は、<いつまでも読者の

手元に保存される可能性があること>を念頭に、次の点に注意しましょう。

◇ 視覚に訴える……文字だけでなく、写真やイラス トを使つてレイアウトに工夫し、楽し

く読めるようにしましょう。

◇ タイ トル 。キャッチフレーズの表現に注意する……最初に読者の注意を引きつけるので、

読者に強い印象を与え、これに続く文章を読むための動機付けになるよう工夫しましょ

9。

《文書例》加入勧奨文書

平成 年 月 日

税理士先生
「税理士によるOO後援会」入会のお願い

拝啓 師走の候、何かと御多忙のことと拝察致します。

さて、本 日文書を差 し上げましたのは、OO税理士政治連盟が推薦 している○○代議士

の後援会組織 「税理士によるOO後援会」へご入会いただきたく、特にお願い申し上げた

次第であります。

税理士業務に関連 した法律の改正及び制定は、それぞれ財務省等が法律案を作成の上、

国会に提出されることになります。この法律案作成に対 し業界の意見を集約 し、その意思

を審議機関たる国会に反映させるには、国会議員を通じて文書による陳情を行 うことが通

常のや り方であると思います。 したがつて、国会に発言の場を持つ業界ほど日頃から国会

議員とのコンタク ト (接触)が強い業界であると考えられます。

OO代議士は、   (以 下、税理士業界のための活動紹介)

私どもの良き理解者である同代議士を支援するため「税理士によるOO後援会」ヘー人

でも多くご力日入されますようお願い申し上げます。

税理士先生ご本人はもとより、ご家族、事務所職員、関与先の皆様へも声を掛けてくだ

さい。

入会の手続きは、同封の申込書にご記入のうえ、返信用封筒により郵送くだされば完了

します。どうか、国会における税理士の発言力を強めるため、ご協力くださるようお願い

致します。

なお、入会の手続きは、平成 年 月 日までとしましたので、よろしくお願いします。

敬 具

税理士によるOO後援会

会 長

副会長

幹事長

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ
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税理士によるOO後援会の歩み

当後援会は、OO氏を支援するため、昭和 年 月 日、OO税理士会○○支部会

員の有志をもつて結成され、初代会長には○○会員が就任いたしました。
ご高承のとお り、OO氏は、昭和 年 月に見事、衆議院議員に初当選されました。

この陰には、後援会会員の積極的な活動が大きな成果を上げたことも見逃すことので

きない事実であります。

その後、OO、 OO両支部の会員有志の話合いの結果、 年 月 日に開催された

定期総会で新役員のメンバーを決定し、第○次執行部が発足 しました。

現在、後援会は、OO、 OO両支部の会員をもつて組織されてお りますが、選挙区

が分区される情勢にあるのを受けて、これへの対応を図つてお ります。

1 後援会の活動状況

年 月 日 定期総会

年 月 日 議員を囲む会

年 月 日 新年会

など

2 被後援者への陳情活動状況

年 月 日 税制問題で陳情 (於

年 月 日 税制問題で陳情 (於

年 月 日 税制問題で陳情 (於

など

○○市)

議員会館 )

議員会館 )

3 被後援者のプロフィール

初当選の年、当選年/こ れまでの主な役職 (党、政府、委員会)/現在の役職 (党、

政府、委員会)/趣味など
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2-5 その他の活動

(1)忘年会・ レクリエーション等

忘年会・ レクリエーション等に被後援者を案内し参加いただくことは、各種集会と異
なり、会員の親睦が目的であるため、会員相互と被後援者 との親密なコミュニケーショ
ンが形成できるので、機会ある毎に出席の要請を被後援者にしてみましょう。
(2)被後援者のための掲示板設置場所の提供

野外の掲示板設置場所の無償提供を求めている被後援者がほとんどであり、税理士事

務所 。住所等の外壁・窓 。フェンスの とだ程度を積極的に提供すれば、大変感謝されま

す。

ただし、寄附には無償提供も含まれますので、ご注意ください。なお、法人が政党及
び政治資金団体以外に寄附をすることは禁止されています。

(3)祝電・弔電の要請

会員又は家族等の慶事 。弔事に際し、事前に了承をとり、被後援者の後援会担当秘書
に祝電・弔電の要請をすれば、快く応 じてくれます。時には、被後援者本人又は秘書が

参列 してくれます。
ただし、被後援者が選挙区内にある者に対 して寄附をすることは、一定の例外を除き

禁止されています。特に結婚式または葬儀については、被後援者本人が参列することな

く祝儀・香典等を寄附することは罰則の対象とされています。また、秘書など被後援者
以外の者が被後援者名義で寄附することも禁止されています。これ らの寄附を求めるこ

とも禁止されていますので注意が必要です。

2-6 登録政治資金監査人

政治資金規正法に規定する国会議員関係政治団体は、収支報告書、会計帳簿、領収書等
について、総務省の研修を修了した登録政治資金監査人 (政治資金適正化委員会の登録を

受けた税理士、弁護士、公認会計士)に よる政治資金監査を受けることが義務付けられて
います。登録政治資金監査人は、政治資金の 1年間の全支出 (人件費を除く。)1こ ついて、
領収書と会計帳簿を照合 した うえで、政治資金監査報告書を作成 します。政治資金監査報
告書は、収支報告書とともに公開されます。

日税政は、登録政治資金監査人制度について、税理士が積極的に登録政治資金監査人と
して登録 し、当該監査に従事するよう、日税連・単位税政連 と連携 し必要な施策を講 じて
います。

また、税理士による国会議員等後援会についても、寄附金控除に係る申請をしている場
合は、同法第 19条の 7に規定する国会議員関係政治団体となり、登録政治資金監査人に
よる監査を義務付けられます。

さらに、税理士による国会議員等後援会がこの国会議員関係政治団体ではない場合でも、
税理士は、登録政治資金監査人として被後援者の監査を依頼される場合があります。登録
政治資金監査人である税理士が、監査を依頼された国会議員に寄附を行つた場合等でも、
政治資金規正法には抵触しませんが、マスコミに批判的に報道された例もあります。
例え不適切な批判であつてもマスコミ等にとりあげられ被後援者に迷惑がかかることを

避けるため、総務省が公表しているQ&A等 を参考として、厳正な後援会の運営と業務の

執行に心掛けてください。
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○総務省ホームページより「政治資金監査に関するQ&A」 (平成 26年 6月 版)(抜粋)

確定申告を受託している税理士による政治資金監査

Q 登録政治資金監査人が、税理士業務 として、国会議員の所得税確定申告について受託

している場合、当該国会議員に係る国会議員関係政治団体の政治資金監査を行 うことは

差 し支えないか。

A 登録政治資金監査人又はその配偶者が国会議員に係る公職の候補者の確定申告につい

て受託 していることは、当該候補者に係る国会議員関係政治団体に対する政治資金規正

法上の業務制限に該当しません。

ただし、当該候補者の確定申告を行つている場合は、当該候補者 と経済的な利害関係

を有 していることから、碧該国会議員関係政治団体と直接の関係はないものの、政治資

金監査に対する国民の高い信頼を保つ観点から、政治資金監査を行 うことは望ましくあ

りません。

また、政治資金監査を行つた登録政治資金監査人の指名は政治資金監査報告書におい

て明らかになります。

後援会代表者による同一の公職の候補者に係る他団体の政治資金監査

Q 特定の国会議員の後援会の代表者が登録政治資金監査人として同じ国会議員が代表を

務める政党支部の政治資金監査を行 うことはできるのか。

A 登録政治資金監査人又はその配偶者が、ある国会議員に係る公職の候補者の国会議員

関係政治団体甲の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若 しくは会計責任者

が欠けた場合にその職務を行 うべきもの (以下 「代表者又は会計責任者等」という。)で

ある場合に、同一の候補者に係る他の国会議員関係団体乙に対する政治資金監査を行 う

ことは、当該候補者に係る国会議員関係政治資金団体に対する政治資金規正法上の業務

制限に該当しません。

ただし、甲の代表者又は会計責任者等である登録政治資金監査人は、乙と直接に連携

して活動を行つている場合もあると考えられ、政治資金監査に対する国民の高い信頼を

保つ観点から、政治資金監査を行 うことは望ましくありません。

また、政治資金監査を行つた登録政治資金監査人の氏名は政治資金監査報告書におい

て明らかになります。

《
政
治
資
金
監
査
の
流
れ
》

国会議員関

係政治団体

①政治資金監査の依頼・契約

②政治資金監査の実施

③政治資金監査報告書の作成

④収支報告書等の提出
・収支報告書 (人件費以外の経費で 1件 1万円超の支出の明細を記載)

。領収書等の写し (人件費以外の経費で 1件 1万円超の支出に係るもの)

。領収証を徴し難かつた支出の明細書等
。政治資金監査報告書

⑤インターネット

登録政治資金監査人

=政治資金適正化委員

会の登録・研修を受け

た税理士、弁護士、公

認会計士

国 民都道府県の選挙管理委員会 総務省
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第 3章 陳情活動

3-1 陳情活動

税理士会自体の使命 として税理士制度の改善と進歩を図ることは当然であり、平成 26年
の税理士法改正は大きな成果をあげましたが、時代にあつた更なる税理士法改正は必要で

す。また、日税政規約第 4条にもあるとお り、納税者のための租税制度並びに税務行政の

確立に資するため、毎年の税制改正等に対 し、常時後援会活動を通 じ効果のある陳情活動

を行 うべきです。

税理士業界を取 り巻く諸制度は、立法上及び行政上の調整が様々発生 してお り、これら

諸制度を解決するために税政連は、国会議員、政党、政府等に税理士業界の立場を理解 し

てもらうため趣旨説明、陳情等を精力的、積極的に行 う活動が陳情活動なのです。

3-2 陳情者自身の理解

陳情を実施する前に、その陳情者自身が陳情の内容について充分に理解する必要があり

ます。陳情者は、陳情の趣旨を簡潔に的確に国会議員に応答ができるように陳情のポイン

トを理解 していなければなりません。国会議員には常日頃より連絡をとり、土曜 日、日曜

日等地元に帰郷 した時には理解 し合えるように心掛けるべきです。

陳情の要領は次のとおりです。

(1)陳情書を議員に直接手渡しをして趣旨を説明します。

(2)議員の帰郷 日時を地元事務所の秘書や事務局担当者に聞き、直接会える日時を連絡 し

ます。議員不在のときは秘書に趣旨を伝え、陳情書を手渡しします。

(3)議員、秘書不在の時でも地元事務所の事務局担当者に名刺を添えて手渡 しをします。

また、後日議員に直接電話 します。

(4)陳情者は後援会長、幹事長、支部長 (支局長、地区長)等後援会役員にて陳情をします。

(5)集会時の陳情や他団体との同時陳情は効果が薄くなります。

(6)年末・年始の陳情は当然です。単位税政連より法改正の陳情内容が連絡されたときは、

後援会は早急に陳情を実施 します。

3-3 陳情の場所等

陳情を行 う場合には、後援会担当の秘書に事前に連絡をし、日時、場所は国会議員の日

程に合わせます。陳情の際には、国会議員に直接行 う場合でも秘書にも陳情を理解 しても

らうために同席してもらうと良いでしょう。

議員会館で陳情を行 う場合には、議員会館入日の受付で 「面会証」に所定の事項を記入

し、受付係員から許可を受けて入館 します。国会での陳情となつた場合は、議員秘書に「通

行証」を手配してもらい、案内をお願いします。

3-4 陳情参加者

陳情の同時が決定したら陳情参加者を決定します。その際、陳情参加者は、後援会の役

員はもちろん、税政連支部長 (地区長、名前は地区により異なる)、 副支部長 (副地区長)に

参加 して頂き、税政連の幹部にも連絡し、参加を依頼します。陳情参加者の人数が多いほ

ど、陳情を受ける国会議員は陳情の趣旨に力を入れて頂けます。また、議員の役職、影響
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力に応 じて日税政に対 しても参加を依頼 します。議員会館のみでなく地元事務所にも常日

頃連絡をすることが必要です。

3-5 陳情報告書の作成

陳情が終了したら報告書を作成 し、所属税政連に提出します。

○○税理士政治連盟 御中

FAXOO一 〇〇〇〇一〇〇〇〇

アト
゛
レス○○@○○.jp

報告書 (OOに関する陳情 )

○○後援会

※議員本人と面会できた場合は会報に掲載 しますので、スナップ写真を撮影のうえ広報

委員会あてご送付ください。

3-6 陳情活動の成果

税理士による国会議員等後援会は、税政連活動の中心として、日税政、単位税政連、日

税連、単位税理士会と連携 した活動により、これまで税理士制度 。税制改正に関して、次

のとお り数多くの大きな成果を挙げています。

1.税理士法改正

後援会が活動を開始した昭和 50年以降、昭和 55年、平成 13年と平成 26年に税理士法

の大きな改正が行われました。平成 26年の税理士法改正では税理士資格自動付与が廃止さ

れるなどの重要な改正が行われました。後援会はこれ ら税理士法改正の最も大きな原動力

となりました。

2.税制改正

日本税理士会連合会の税制建議を受けて、陳情活動を展開し、次のような項目が実現し

ました。

①事業税の外形標準課税は中小企業には導入しない

②法人税の欠損金の控除限度額を一律に縮減しない

③中小企業等の法人税率の特例の延長

④研究開発税制の拡大。

⑤小規模事業者の年末調整にかかる源泉所得税の納付期限の特例を届出により翌年 1月

20日 まで延長

⑥個人事業者の消費税の納期限を翌年 2月 末日から3月 末日に延長

⑦ 相続開始前 3年以内に取得した土地。建物等についての相続税の課税価格の計算の特

例 (いわゆる「3年縛り」)の廃止

口  時

場  所

出席者 結果の概要 (議員からの意見、感触等をご記入ください)議員氏名

(政党、選挙区)

羽択yK朔○日

13時 30ノ刀ヽ 14時

日おを太譲醸

秘書 日税央期也1名

鱗 倣 郷

○○税政連幹事長

税理 二郎

要望楽禁学妄交のう          し亀 詢 らヽ

tよ 全面靭こ肋 をするとの感散啓儲亀 まな 今後

り難計爾§ てヽtよ 繭幻査寒堆砦中

臣―も必峙 し雛 を受け亀

日税 ラ線「
(OO党・OOl区〕(こXEテキ豆創 3 2 1

日税太郎後援会事務所
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⑥ 取引相場のない株式等についての相続税の課税価額の軽減措置
⑨ 固定資産税の縦覧制度の改善
⑩ 中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
① 交際費課税の軽減
② 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
⑬ 同族会社の留保金課税制度の適用対象から資本金の額が 1億円以下の特定同族会社

を除外

⑭ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止

3.会社法制

平成 14年の商法改正で現物出資の評価証明等の有資格者 として、税理士が弁護士、公認

会計士と共に商法に明記されました。

平成 17年に成立した会社法において、制度化された「会計参与」の有資格者 として、税
理士と公認会計士が会社法に明記されました。

4.地方公共団体の外部監査

平成 9年の地方自治法改正において制度化された地方公共団体外部監査人の有資格者 と

して税理士が明記されました。

平成 27年 6月 現在、全国で 18の税理士による首長後援会が設立されてお り、税理士の

外部監査人等の選任に向けた活動を行つています。

5.登録政治資金監査人制度

平成 19年の政治資金規正法改正において制度化された登録政治資金監査人の有資格者 と

して税理士が明記されました。

平成 27年 5月 現在、登録政治資金監査人に登録 した 4,607人のうち、76.5%、 3,523人

を税理士が占めています。

6.その他

国税不服審査制度の見直し、社会保険労務士法改正、不動産コンサルタン ト問題等の懸

案事項に対し税理士による後援会は積極的に対応しています。
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第 4章 選挙支援

4-1 選挙活動の基本的考え方

選挙とい うと、選挙違反の恐さと、知人にお願いする煩わしさで、ついつい避けて通 り

たいと思 うのが人情です。

しかし、選挙は主権が国民に存する憲法の前文にあるように、民主政治の健全な発達を

期す為のものですから避けて通れないことは解 ります。

選挙には、してよいことと、いけないことがあり、それを認識すれば恐れることはあり

ません。むしろ、出陣式などで、応援演説、弁士などを積極的に引受けて、各種の制度や

体制の改善に尽力 している税理士の姿をアピール して、その実現のために、代弁者の議員

候補者を支援する演説は、候補者の当選に加えて、税理士の活動を社会にPRする絶好の

チャンスと考えます。

安心して選挙活動ができるように、政治活動 と選挙運動について、してよいこと、いけ

ないことを十分に認識することが必要です。

4-2 政治活動と選挙運動について

我が国は議会制民主主義の形態をとり、政党やその他の政治団体、政治家の政治活動に

よつて国民の政治的意思が形成され、選挙で選ばれた議員により国会において政治が行わ

れています。 日本の法制では、政治資金規正法が主に日常の政治活動について、公職選挙

法が選挙における活動について、それぞれ規定しています。二つの法律はそれぞれ第 1条
でその趣旨について、次のとお り規定しています。

○政治資金規正法第 1条 (目 的)「 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他

の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び

公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視 と批判の下に行われるように

するため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び

公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動

の公明と公正を確保 し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。 」

○公職選挙法第 1条 (こ の法律の目的) 「この法律は、日本国憲法 の精神に則 り、衆議

院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立

し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明旦つ適正に行われることを確

保 し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

言い換えれば、公職選挙法では、広義の政治活動から選挙運動を除いたものを政治活動

としています。一方、政治資金規正法でい う政治活動とは、選挙運動と政治活動の両方を

含めたものを政治活動としています。

1 政治活動とは

政党その他の政治団体等がその政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発等、政治上の目的

をもつて行われる一切の活動 と規定されてお り、特定の候補者の当選を得るための行為で

はありません。

2 選挙運動とは

①特定の選挙において

②特定の候補者の当選を目的として

③直接又は間接に働きかける一切の行為
とされています。
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衆議院議員

都道府県知事

鉤 韻

市長

町村長

12日 間

17日 間

14日 間

7日 間

5日 間

参議院議員    17日 間

都道府県議会議員  9日 間

的 嚇髪覇景  9日間

市議会議員     7日 間

町村議会議員    5日 間

選挙運動か通常の政治活動かの区別については、それが行われたのがいつか、つまり選
挙運動期間かどうかにより判断されることがあります。選挙運動期間は次のとお り、選挙
によつて異なりますので、注意 してください。

○選挙運動期間 (公示、告示～投票 日前日)

O公示と告示

衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の期 日の決定の公表を公示といいます。それ以
外の選挙の期 日の決定の公表を告示といいます

O選挙期間中とそれ以外の期間における行つてよい活動と行つてはいけない活動の上ヒ較
(未定稿)

期 間 選挙運動など 政治活動
公示・告示 日前 ○立候補準備行為

○地盤培養行為

○社会的儀礼的行為
||

<事前運動の禁止 >

○政治活動

○後援会活動

○後援会加入勧誘文書/刀頂布

○候補者を推薦する行為

選挙期間中 【選挙運動 (投票依頼)】

○個々面接

○電話による投票依頼

○幕間演説

○選挙ハガキの郵送

○選挙運動用ビラの配布

○座談会 (候補者 と語る会)の開

催
×戸別訪問

○政治活動

O後援会活動
×後援会加入勧誘文書頒布

※後援会勧誘に名を借 りた投票依頼行

為であると判断されるおそれがある
ため

×候補者を推薦する行為

※推薦に名を借 りた投票依頼行為であ

ると判断されるおそれがあるため
投票 日 ○棄権防止活動

×選挙運動

【記号について】O=行つてよい活動・運動
X=行つてはいけない活動・運動

4-3 通常の活動

選挙期間以外に行われる通常の政治活動は原則自由です。第 2章で紹介 した活動のほか、
次のような活動が可能です。
1.後援会の諸活動に議員を招き、議員 と語 り合 う場を作 り、後援会の結束強化をはかり
ます。

2.後援会に未加入の税理士に加入勧奨を行います。
3.後援会会員事務所に議員のポスターを貼り、議員名の浸透をはかります。

ただし、個人の政治活動用ポスターとして許されるものを除き、不特定多数の人が見
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ることが出来る場所 (建物の通路や廊下等)に ポスターを貼ることは、たとえ事務所内で

あつても公職選挙法 143条の違反になります。

4-4 公示 (告示)前にできる活動

選挙が近づくと、候補者は事務所開きをした り、新たなポスターを貼つたり、街頭演説

をより頻繁に行つたり、と政治活動をより活発に行 うようになります。税理士による後援

会も、被後援者を国政に送 り出すために、選挙までの計画を立てて (別紙①)役員会・世

話人会等での打ち合わせの うえ、総決起大会の開催 (別紙②)や電話戦術などの活動を行

います。公示 (告示)前にできる具体的な活動は次のとお りです。

ただし、特定の候補者の投票依頼にならないよう、また、事前運動とならないよう注意

してください。

1.特定の会合を開催 し、候補者や党の推薦を決定すること。

2.候補者や党の推薦を決定したことを、団体の機関紙、会報等に掲載 して、通常の頒布

方法で会員に周知すること。

3.後援会の会員名簿によつて電話で支持を訴えること。

4.団体のあらゆる会合で候補者や党を推薦 したことを周知徹底 して、支持を広げること。

5.団体 と関係のあるところに支持の拡大をお願いすること。

6.団体の会員の家族、親せき、友人、知人等へ候補者の後援会の入会や党の入党等をお

願いすること。

7.少人数規模の会合を開催 し、候補者の抱負や党の考え方などを徹底すること。

8.関与先の社内に推薦を決定した候補予定者のポスターを貼ること。(4-3の 4を参照)

9.関与先の朝礼などで、候補予定者からの政策などの話を聞くこと。

10.後援会未力日入の税理士はもちろん、関与先の社員や取引先等を対象に、OO候補予定

者支援のリーフレットに署名を依頼すること。

ただし、投票を得る等の目的と認められる場合は署名運動の禁止違反になります。 (公

選法 138条の 2)

リーフレットヘの署名は選挙の有無にかかわらず、毎年一定の時期に関与先からもら

うことが望ましいでしょう。

リーフレントに書かれた総人数によつて支援度合いの一応の目安にされます。

H.後援会が、適宜に候補予定者を囲んで 「励ます会」「ミニ語る会」を開催 します。

(別紙①) 活動予定表
月 日 曜 日 程日

11

12

2

24

27

29

2

9

3

20

31

3

５

　
６

　
７

金

月

水

土

土

水

土

水

土

　

月

火

水

世話人会を開催 し活動方針を協議

挨拶回 り

同上

支部忘年会に被後援者を招待

○○地区後援会結成式に参加応援

被後援者本体後援会主催の新年会へ参加

被後援者選挙対策本部事務所開き

世話人会

公示・告示日 出陣式 :立候補届出後 (午前 8時 )、 第一声

O市役所前

決起大会勧誘電話、配布資料の袋詰作業

会館の会場設営、諸手配

総決起大会 3時 30分終了後世話人会

8時 30分 。○
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月 日 曜 日 日 程

9

13

14

15

16

18

金

火

水

木

金

日

各自選挙活動、三役打合せ (午後 6時選対本部)

世話人打合会 (午後 6時 会館 )

他支部等訪問

同

午後 1時～夕方 会館へ世話人集まつて総仕上げ

1 会員へ再度電話依頼 (職員、家族、親戚、関与先)

2 区外在住知人 (本部役員等)へ選挙区在住知人への電話依頼

3 他支部へ同じような働きかけをする

投票 日、夕方から会館へ集合、審判を待つ。

当確 と同時に候補設営の会場へ移動

(別紙②)税理士によるOO後援会総決起大会次第

4-5 公示 (告示)後選挙期間中にできる活動 (幕問演説、個々面接～
電話による選挙運動等)

候補者が立候補の届出を済ますと選挙日の前日までは、次のような選挙運動は自由にで

きます。

1 幕問演説

幕間演説とは、演劇等の幕間、青年団、婦人会等の集会、会社、工場等の休憩時間に、

たまたまそこに集まつている者を対象として、候補者、運動員又は第二者が選挙運動のた

め演説をすることをいうものであつて、わざわざ選挙運動のために聴衆を集めてする演説

会とも異なり、また街頭演説ともならないので自由に行えることとされています。

(注)幕間演説が自由だからといつても、あらかじめ聴衆を集めてもらっておいて、そこ

に出向いて選挙運動のための演説をすることはできません。あらかじめ周知されてい

ないことが必要です。

(司 会 ○○○○ )

1 開会宣言

2 会長挨拶

3 県税政連会長挨拶

4 選挙運動 について

5 00先 生挨拶

6 推薦状交付

(1)日 本税理士政治連盟

(2)○ ○税理士政治連盟

(3)○ ○県税理士政治連盟

(4)税理士によるOO後 援会

7 勝 ち どき  (○○幹事長音頭 )

8 懇 談

(司 会者 )

(OO後援会長 )

(OO会長 )

(OO税政連幹事長 )

(注 )1 来賓のある場合 は、 4の 次に 「ご挨拶」をお願 いす る。

2 「祝電」は、懇談の席で披露す る。
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2 個々面接

(1)個 々面接 とは、デパー ト、電車、バス、商店街や駅など街頭で出会つた知人に、候補

者への投票を依頼することをい うもので、法律で禁止されていないので自由に行えます。

(2)事務所や自宅への来訪者に、候補者への投票を依頼 します。

(3)様々な集会や会合で顔を合わせた時に候補者への投票を依頼 します。

(注)「個々面接」「戸別訪問」との境界線は微妙ですから注意を要します。

3 電話による選挙運動

電話による選挙運動 (電話戦術)は、法律上制限されていないので自由にできます。税理

士による後援会にとつて最も効果的で重要な活動の一つであり、積極的に対応すべきです。

一方、電話による選挙運動に対 して、日当等を支給することは運動買収 とみなされ、連座

のおそれもあります。選挙違反 とならないよう慎重な対応も必要となります。

後援会役員は、電話戦術を総括 して、被後援者の当選を勝ち取るよう、かつ選挙違反の

ないよう、的確に対応 しなければなりません。

電話戦術の要領の例を、次のとお り紹介します。

《後援会役員は電話戦術を総括する》

1.後援会役員は電話戦術当番表 (別紙①)を作成 し、会員に担当日の通知をします。

2.電話戦術当番表の写しを速やかに税政連 (支部長)あてに送付 します。

3。 当番表に支障がある場合は、事前の申し出により担当日の差し替えを行います。

4,電話戦術に必要な次の用具を用意 します。

会員名簿、後援会旗、電話戦術要領 (電話のかけ方)l男可紙②)、 電話戦術日誌 (別紙

③)、 電話戦術当番表、筆記用具 等

選挙期間中は、上記の用具は電話戦術を行 う場所に保管を依頼 し、選挙が終了したら、

直ちに引き揚げて保管 します。

5,電話戦術担当者は、電話戦術 日誌に業績を記載 します。

6.電話戦術の実績を被後援者及び税政連に報告します。

7.後援会と選挙事務所と協議する事項

(1)選挙事務所の窓口担当者を決めてもらいます。

(2)専用の臨時電話を 2台 ぐらい架設 してもらいます。

(3)電話戦術を行 う場所、後援会旗を置く場所を決めてもらいます。

(4)担当者交替時までの用具類を保管 してもらいます。

(別紙①)電話戦術当番表
候補支援の電話戦術当番表 (◎印責任者 )

日程の変更があれば、適宜、期間をご変更願います。

月 日() 月 日()月 日() 月 日() 月 日() 月 日()

年前 10時

～12時

年後 1時
～ 3時

午後 3時
～ 5時
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(別 紙②)電話戦術実施要領、電話のかけ方
※電話戦術の当番 (後援会会員)にコピーして酉己布します。

電話戦術実施要領

(1)選挙事務所に赴き、税理士によるOOO後 援会の者であること及び電話戦術に来た

ことを明確に伝えます。

(2)電話戦術の展開について

① 税理士に対して行う場合

備付けの税理士会員名簿により税理士本人に対し、

(a)○○候補者は○○税理士政治連盟の推薦候補者であることを告げ、投票を依頼し

ます。

(b)当該税理士に対し家族、事務所の職員 。その家族 。関与先の人達、知人・友人等
に電話による投票依頼をしてくれるようお願いします。

(c)税理士本人に(a)、 (b)の要請が済んだ場合は、税理士会員名簿の氏名の前に (済 )

の印を記入します。

(d)(c)に よる (済)のある税理士には、重ねて (a)、 (b)を行わないようにします。

② 当番税理士は関与先の人達、知人・友人に対して当番の税理士自身、自己の関与先

名簿、知人・友人名簿、年賀ハガキ等を持参のうえ、これにより投票依頼の電話を

します。

(3)電話戦術日誌の作成について

電話戦術が終了した時は、備置している電話戦術日誌に所定の事項を記入します。

(4)電話戦術の責任者は、電話戦術の終了後、次の当番者へ引継 します。

(5)当番に当たつている日に支障が生じた場合は、早急に当番の責任者 (当番表の◎印
の人)を通じて後援会会長または支部連会長に連絡し、代わりの者をたてるようにし

ます。

電話のかけ方

電話による選挙運動は自由ですので、組織的に活用すると選挙の有力な武器になりま

す。

電話戦術は、候補者の投票依頼と同時に、選挙民の候補者に対する反応を確実につか

むことができますので、計画的に有効に利用しましょう。

注 意 事 項

(1)真心をこめて話すこと。情に訴えるよう、その気分になつて頼むこと。

(2)受話器は必ず相手が置いてから、こちらが置くこと。

(3)電話の反響を記入すること。

① 特に返事の良いところは ◎

② 返事の良いところは ○

③ 怒つたり、どなったり、返事の悪いところは ×

④ 特別の反響や用件を頼まれたときにはメモをとつて、責任者に連絡し善処するこ

と。

(4)子供が電話に出て、大人のいない家では子供によく頼むこと。『帰られたらお父さ

ん、お母さんによろしくお伝え下さいネ。』と。

(5)職業 。相手先により、電話の時間を考えること。
① 飲食店=昼食時 (11時～ 1時 )、 夕食時 (5時～7時)は中止

② 青果店、鮮魚店、肉屋=夕方時は中止
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③ 一般家庭=早朝、夕食時は中止

④ 会社、工場=午前 9時前、年後 5時以後は中止

(6)話 し中だつたり、不在で電話口にだれも出て来ないときは、日時をかえて、忘れず

かけ直すこと。

(7)会社、工場などの場合は、『 どうぞ皆様によろしくお伝え願います !』 と最後に付

言すること。

(8)候補者を推薦または支持する各種の団体、会社、組合、同窓会等の構成員には、こ

れらの関係者の知名人や事務担当者から、それぞれにかけることも効果があるが、特

に選挙事務所から電話することが一層効果的です。

(9)相手から怒られても『怒らず、気にせず、すぐ忘れてしまう』こと。

(別紙③)電話戦術日誌

4. その他、選挙期間中にできる運動

(1)出陣式や演説会には積極的に参加 し、応援演説を引き受けること。

(2)候補者の選挙事務所へ行つて

①選挙対策会議やその他の会合に出席すること。

②事務所内で電話を使つて連絡や投票依頼をすること。

(3)選挙運動用ハガキを活用すること。候補者の選挙事務所が投函する「選挙ハガキ」に

は、その推薦人となり、関与先などを宛先として選挙事務所に提出します。

(注)税理士が勝手にポス トに投函することはできません。

(4)選挙管理委員会発行の証紙の貼つてあるポスターを、党の選挙事務所と相談のうえ、

税理士事務所や関与先の目立つところに掲示するようお願いすること。 (国政選挙にあつ

ては、参議院比例代表選出議員選挙のみ)

(5)室内用ポスターや 自分で書いた「○○さんの健闘を祈る」等を事務所に掲示すること。

(6)候補者個人や党の選挙運動用 ビラ (小選挙区のビラには証紙の貼付が必要)を街頭演説

の場所や演説会場内で配ること。ただし、散布や戸別訪問して頒布 してはいけません。

(7)候補者個人や党の選挙事務所へ訪問し、激励すること。ただし、お酒などの差し入れ

はしてはいけません。

(8)候補者と語る会として座談会、懇談会等を開催すること。

当番 日時 平成   年    月   日( )午前・年後   時   分～   分

当番氏名 (支部名 ) (氏名 )

電話 した

対象者教

税理士

関与先等

人

人

電話戦術

に関する

意見等
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(9)期 日前投票の活用を呼びかけること。

5 インターネット選挙

平成 25年の公職選挙法改正により、インターネット等を利用する選挙運動が解禁されま
した。それまで禁止されていたウェブサイ トを利用 した選挙運動ができるようになったの
です。ただし、公職選挙法によればウェブサイ ト等を利用する方法とは、インターネット
等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、
ホームページ、ブログ、sNS,動 画共有サービス、動画中継サイ ト等です。

しかし、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画については、候補者 。政
党等に限つて頒布することができることとされてお り、候補者・政党等以外の一般有権者
は引き続き禁止されてお り、注意が必要です。このほかにもいくつかの制限があり、後援
会や政治連盟は慎重な対応が必要です。不明な点がある場合は選挙管理委員会等にお尋ね
ください。

4-6 禁止されている選挙運動

公示 (告示)前、公示 (告示)後 を問わず禁止されている選挙運動のうち主なものは次のと
おりです。

1.事前運動の禁止 (公選法 129条 )

選挙運動は、立候補の届出があつた日からでなければすることはできません。それ以
前の選挙運動は、事前運動として禁止されています。

厳密には、立候補の届出の当日であつても現実に届出手続が完了しない うちは、やは
り事前運動になります。

買収や戸別訪問など選挙期間中禁止されている行為はもちろんのこと、個々面接や電
話による選挙運動のような選挙期間中にできる行為も、これを届出前に行えば、いっさ
い事前運動になります。
※ 後援会の設立時期につきましては、事前運動のないよう特にご注意下さい。

2.戸別訪間の禁止 (公選法 138条 )

何人も、選挙人の家を訪ねて、投票を依頼 したり又は投票を得させないよう依頼する
ような行為は、戸別訪問としてすべて禁止されています。
(注)戸別に演説会の告知をすること、候補者の氏名、政党等の名称を言い歩くことは

戸別訪間にあたります。

3.署名運動の禁止 (公選法 138条の 2)

何人も、選挙に関し、得票を得若 しくは得 しめ又は得 しめない目的をもつて選挙人に
対し署名運動をすることはできません。 (署名運動とは、一定の目的をもつて多数人から
署名を収集する行為をいいます。)

4.買収の禁止 (公選法 221条 )

何人も、候補者の当選を目的として、選挙人又は選挙運動員に対 し、金銭、物品等を
与えること。また、その申し込みや約束をすることも禁止されています。

5.飲食物の提供の禁止 (公選法 139条 )

何人も、選挙運動に関して飲食物を提供することは、それがいかなる名義のものであ

-40-



つても禁止されています。 (その供応接待を受け、若 しくは要求 し、又はその申し込みを

承諾することも禁止)

6.気勢を張る行為の禁止 (公選法 140条)及び連呼行為の禁止 (公選法 140条の 2)

何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を

張る行為や連呼行為をすることは禁上されています。 (連呼行為は、個人演説会や街頭演

説会の場所等においてはすることができます。)

フ.私製ハガキの使用禁止

自分の手持ちのハガキなどで友人等に投票を頼むことは禁止されています。

8.飲食物の提供の禁止

陣中見舞としてお酒などを候補者に贈ることは禁止されています。
ただし、選挙運動のために個人が現金で 150万 円以内を寄附することは違反になりま

せん。

9.後援団体に関する寄附の禁止

後援会は、選挙区にある者に対 し、いかなる名義をもつてするを問わず次の (1)(2)(3)

に掲げる場合を除き寄附をしてはなりません。

(1)政党その他政治団体又はその支部に対 して寄附をする場合

(2)当該公職の候補者等に対 して寄附をする場合

(3)当該後援会がその団体の設立目的により行 う行事又は事業 (後援会の設立目的の範囲

内において行 う後援会の総会、その他の集会、見学、旅行、その他の行事や印刷、出

版の事業)に関し寄附をする場合

ただし、このような寄附であつても、花輪、供花、香典、祝儀、その他これ らに類す

るものとしてされる寄附をすることは罰則をもつて禁止されます。

10.選挙期間後の挨拶行為の禁止 (公選法 178条 )

何人も、選挙の期 日後の当選祝賀会、その他の集会開催は禁止されています。また、

答礼のための戸別訪問や、感謝文の掲示など一切禁止されています。

4-フ  連座制について

連座制 とは、候補者 との一定の関係にある者が、買収等の罪を犯 して刑に処せ られた場

合には、候補者が買収等の行為に直接関わらなくても、候補者の当選を無効とすると共に、
5年間同じ選挙で同じ選挙区から立候補できない制度です。

連座制の対象者は、総括主字者、出納責任者、地域主学者、候補者等の親族、候補者の

秘書及び組織的選挙運動管理者等 となっています。

税理士による後援会の役員は、この組織的選挙運動管理者等に含まれます。
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4-8 政治活動に関する寄附の制限について

個人による政治団体への寄附は、一つの政治団体に対して、年間 150万 円以内です。

企業、労働組合等の団体から政党、政治資金団体以外の政治団体、政治家本人への寄附

はできません。

《政治活動に関する寄附の制限》

※ 1資金管理団体の届出をした公職の候補者が、その資金管理団体に対 してする特定寄附につ

いては、制限はありません。

※ 2資金管理団体の届出をした公職の候補者が、その資金管理団体に対してする寄附 (特定寄附

及び自己資金による寄附)については、制限はありません。

※3選挙運動に関するものについては、金銭等による寄附ができます。

※4その他の団体については、「前年における年間の経費の額」に応 じて総枠制限があります。

(注)個 人の遺贈による寄附については、総枠制限及び個別制限は適用されません。

政 治 団 体

政 党 政治資金団体 その他の政治団体

個 人 会社・労働組合・職員

回体 。その他の団体

寄附者

同 一 の

相 手 方

に 対 す

る 個 別

制限

総枠制限

同 一 の

相 手 方

に 対 す

る 個 別

制限

総枠制限

同 一 の

相 手 方

に 対 す

る 個 別

制限

総枠制限

同一の相手方

に対する個別

制限受領者 総枠制限

同一の相

手方に対

する個別

制限

総枠制限

資本金・組合

員数等 (※ 4)

に 応 して 年

間 750万 円～

1億円

政党

政治資金団体

年  間

2,000万

円 制限な し

年間 150

万 円 (※

2)

資 金 管

理団体

年間 5,000万円そ
の
他
の
政
治
団
体

資金管理

団体以外

の政治団

体

年間 150

万円

金銭等に限 り

禁止 (※ 3)そ の

他は制限な し

金銭等に限 り禁止

(※ 3)そ の他は制限
なし

公職の候補者

年  間

1,000万

円 (※ 1)

公 職 の

候 補 者

に 対 す

る も の

は 金 銭

等 に 限

り 禁 止

(※ 3)

金 銭 等 に

限 り禁止

(※ 3)そ の

他 は 年 F口珂

150万 円

制限なし
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5章 解散

5-1 後援会の解散

後援会は、次のような事由が発生 した場合は、総会の議を経て解散することになります。

(1)被後援者が死亡したとき

(2)被後援者が引退を表明したとき

(3)被後援者が社会的指弾を浴び、後援会として継続が困難と判断したとき

(4)被後援者から解散の通知を受けたとき

(5)国会議員が地方公共団体の首長に転出したとき

(6)選挙区を異動したとき

(7)後援会活動が長期間にわたり行われていないとき

(8)その他、会員が解散を必要として認めたとき

5-2 残余財産

後援会を解散する場合は、総会 (ただし、事情により役員をもつて総会構成員 とするこ

とができます)を開催 して残余財産の処分の決議をすることが必要です。残余財産は、所

属税政連等他の政治団体に寄附することとなります。

5-3 選挙管理委員会への届出

解散をした後援会は、都道府県選挙管理委員会への届出を政治資金規正法第 17条第 1

項の規定により行います。

5-4 税政連への届出

5-3により届出書を提出した後援会は、同様に所属税政連を経て日税政に届出しなけ

ればなりません。

-43-



政治団体解散届 (政治資金規正法施行規則(第 12号様式))

別記

第 12号様式 (第 17条関係 )

政 治 団 体 解 散 届

平成  年  月  日

総 務 大 臣

何 (都道府県)選挙管理委員会
殿

平成  年  月  日に解散 したので、政治資金規正法第 17条第 1項の規定により届け出ます。

(備 考)1解 散の日から30日 以内 (国会議員関係政治団体であつた場合にあつては 60日 以内)に届け

出ること (全国団体 3枚、都団体 2枚 )。

2解散届の提出の際には、同時に法第 17条第 1項に規定する解散の日までの 「収支報告書等」

を提出すること。

3資金管理団体に指定されている団体は、「資金管理団体取消届」を提出すること。 ′

政 治 団 体 の 名 称

事 務 所 の 所 在 地

代 表 者 の 氏 名 ⑪

⑪会計責任者 の氏名
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第 6章 資料

6-1 政治資金規正法 (抄 )

(昭和 23年 7月 29日 法律第 194号)最終改正 1平成 26年 6月 13日 法律第 69号

(定義等)                          ときはその旨、当該政治団体が第 19条の 7第 1項第 1号

第 3条 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団   に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びそ

体をいう。                         の代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治

一 政治上の主義若 しくは施策を推進 し、支持 し、又はこ   団体が同項第 2号に係 る国会議員関係政治団体であると

れに反射することを本来の目的とする団体         きはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候

二 特定の公職の候補者を推薦 し、支持 し、又はこれに反   補者に係る公職の種類その他政令で定める事項を、次の各

紺することを本来の目的とする団体            号の区分に応 じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委

三 前 2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主   員会又は総務大臣に届け出なければならない。

たる活動として組織的かつ継続的に行 う団体        一 都道府県の区域において主としてその活動を行 う政

イ 政治上の主義若 しくは施策を推進 し、支持 し、又は     治団体 (政党及び政治資金団体を除く。次号において同

これに反対すること。                   じ。) 主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委

口 特定の公職の候補者を推薦 し、支持 し、又はこれに     員会

反対すること。                     二 2以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所

第 4条 この法律において「収入」とは、金銭、物品その他     の所在地の都道府県の区域外の地域において、主として

の財産上の利益の収受で、第 8条の 3各号に掲げる方法に    その活動を行 う政治団体 主たる事務所の所在地の都

よる運用のために供与し、又は交付 した金銭等 (金銭その     道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の 当該運    三 政党及び政治資金団体 主たる事務所の所在地の都

用に係 る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のもの    道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

をい う。                          2 政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、網

2 この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称    領、党則、規約その他の政令で定める文書 (第 7条第 1項

をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これ    において「綱領等」という。)を提出しなければならない。

らに相当するものに基づく金銭上の債務の履行 として当  第 6条の 3 政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主

該政治団体の構成員が負担するものをい う。          として活動を行 う区域の異動により、第 6条第 1項各号の

3 この法律において 「寄附」とは、金銭、物品その他の財    区分に応 じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県

産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の   の選挙管理委員会又は総務大臣に異動が生じたときは、そ

履行 としてされるもの以外のものをい う。           の異動の日から7日 以内に、当該異動が生じたことにより

4 この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治    同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理

団体に封 してされる寄附又は公職の候補者の政治活動 (選    委員会又は総務大臣に対 し、同項及び同条第 2項の規定の

挙運動を含む。)に関してされる寄附をい う。         例により届け出なければならない。

5 この法律において 「支出」とは、金銭、物品その他の財   (届 出前の寄附又は支出の禁止 )

産上の利益の供与又は交付で、第 8条の 3各号に掲げる方   第 8条 政治団体は、第 6条第 1項の規定による届出がされ

法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外の   た後でなければ、政治活動 (選挙運動を含む。)のために、

ものをい う。                        いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支

第 5条第 2項  この法律の規定を適用するについては、法人    出をすることができない。

その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附 とみなす。  (会 計帳簿の備付け及び記載 )

(政治団体の届出等)                   第 9条 政治団体の会計責任者 (会計責任者に事故があり、

第 6条 政治団体は、その組織の日又は第 3条第 1項各号若    又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行 う

しくは前条第 1項各号の団体となつた日 (同 項第 2号の団   べき者。第 15条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に

体にあつては次条第 2項前段の規定による届出がされた   係る部分に限 り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)

日、第 19条の 7第 1項第 2号に係る国会議員関係政治団   は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げ

体 として新たに組織 され又は新たに政治団体 となつた団   る事項を記載 しなければならない。

体にあつては第 19条の 8第 1項の規定による通知を受   ― すべての収入及びこれに関する次に掲げる事項

けた日)から7日 以内に、郵便又は民間事業者による信書     イ 個人が負担する党費又は会費については、その件数、

の送達に関する法律 (平成 14年法律第 99号 )第 2条第      金額及び納入年月 日

6項 に規定する一般信書便事業者、同条第 9項に規定す     口 寄附 (第 22条の 6第 2項に規定する寄附を除く。

る特定信書便事業者若 しくは同法第 3条第 4号に規定す      以下口及び第 12条第 1項第 1号口において同じ。)

る外国信書便事業者による同法第 2条第 2項に規定する      については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業

信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の日      (寄 附をした者が団体である場合には、その名称、主

的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を      たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第 1項及

行 う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責      び第 2項並びに第 12条第 1項第 1号口において同

任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職      じ。)当該寄附の金額 (金銭以外の財産上の利益につ

務を行 うべき者それぞれ 1人の氏名、住所、生年月日及び      いては、時価に見積もつた金額。以下同条までにおい

選任年月 日、当該政治団体が政党又は政治資金団体である      て同じ。)及び年月 日並びに当該寄附をした者が第 2
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2条の 5第 1項本文に規定する者であつて同項ただ

し書に規定するものであるときはその旨
ハ 寄附の うち次条第 2項の寄附のあつせんをされた

ものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、

住所及び職業 (寄附のあつせんをした者が団体である

場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表

者の氏名。同項及び第 12条第 1項第 1号ハにおいて

同じ。)当 該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを

集めた期間及びこれが当該政治団体に提供 された年

月日
二 第 22条の 6第 2項に規定する寄附については、同

一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の

合計額並びに当該年月日及び場所

ホ 機関紙誌の発行その他の事業による収入について

は、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収

入年月日
へ 機関紙誌の発行その他の事業による収入の うち政

治資金パーティーの紺価に係る収入については、政治

資金パーティーごとに、その名称、開催年月 日、開催

場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払を

した者の氏名、住所及び職業 (対価の支払をした者が

団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在

地及び代表者の氏名。次条第 3項及び第 12条第 1項

第 1号 卜において同じ。)並びに当該封価の支払に係

る収入の金額及び年月日

卜 政治資金パーティーの対価に係る収入の うち次条

第 3項の対価の支払のあつせんをされたものについ

ては、政治資金パーティーごとに、当該女、1価の支†ムの

あつせんをした者の氏名、住所及び職業 (対価の支払

のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、

主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第

12条第 1項第 1号チにおいて同じ。)並びに当該対

価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた

期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日

チ 借入金については、その借入先、当該借入先ごとの

金額及び借入年月日

り その他の収入については、その基因となつた事実並

びにその金額及び年月日

二 すべての支出 (当 該政治団体のためにその代表者又は

会計責任者 と意思を通 じてされた支出を含む。以下この

条、第 12条、第 17条、第 19条の 11、 第 19条の

13及び第 19条の 16において同じ。)並びに支出を

受けた者の氏名及び住所 (支 出を受けた者が団体である

場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。次条第

1項及び第 12条第 1項第 2号において同じ。)並びに

その支出の目的、金額及び年月日

三 金銭等の運用に関する次に掲げる事項

イ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。以下この号及

び第 12条第 1項第 3号ホにおいて同じ。)又は貯金

(普通貯金を除く。以下この号及び第 12条第 1項第

3号ホにおいて同じ。)については、これを預け入れ

たときは当該預金又は貯金の種類、預け入れた金融機

関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日、

これの払戻 しを受けたときは当該預金又は貯金の種

類、払戻 しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに

払戻 しの金額及び年月日
口 国債証券等については、これを取得 したときは当該

国債証券等の種類及び銘柄、取得先の氏名又は名称及

び住所又は所在地並びに取得の価額及び年月 日、これ

を譲渡 し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証

券等の種類及び銘柄、譲渡先の氏名又は名称及び住所

又は所在地並びに譲渡の価額及び年月 日又は償違を

受けた価額及び年月日

ハ 金銭信託については、これを信託 したときは当該金

銭信託の受託者の名称及び所在地、信託 した金銭の額

並びに信託の設定年月日及び期間、当該金銭信託が終

了したときは受託者の名称及び所在地、委託者に帰属

した金銭の額並びに信託の終了年月日

2 前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令

で定める。

(会計帳簿等の保存 )

第 16条 政治団体の会計責任者 (政治団体が次条第一項の

規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任

者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、

領収書等及び振込明細書を、第 20条第 1項の規定により

これ らに係る報告書の要旨が公表 された日か ら3年を経

過する日まで保存 しなければならない。

(解散の届出等 )

第 17条 政治団体が解散 し、又は目的の変更その他により

政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者

であつた者は、その日から30日 以内に、その旨及び年月

日を、第 6条第 1項各号の区分に応 じ当該各号に掲げる都

道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出る

とともに、第 12条第 1項の規定の例により、その日現在

で、収入及び支出並びに資産等に関する事項を記載 した報

告書を提出しなければならない。

2 政治団体が第 12条第 1項の規定による報告書をその

提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が

当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年にお

いて同項の規定により提出すべき報告書をも提出してい

ないものであるときは、第 8条の規定の適用については、

当該政治団体は、当該提出期限を経過 した日以後は、第 6

条第 1項の規定による届出をしていないものとみなす。

3 政治団体が第 1項の規定により届出をしたとき、又は前

項の規定に該当することとなつたときは、第 6条第 1項各

号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務

大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への

掲載、インターネ ットの利用その他の適切な方法により公

表 しなければならない。

4 第 12条第 2項から第 4項まで、第 13条及び第 14条
の規定は第 1項の報告書について、第 7条の 2第 2項の規

定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表

を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、そ

れぞれ準用する。

(国会議員関係政治団体 )

第 19条の 7 この節において「国会議員関係政治団体」と

は、次に掲げる政治団体 (政党及び第 5条第 1項各号に掲

げる団体を除く。)をい う。
一 衆議院議員又は参議院議員に係 る公職の候補者が代

表者である政治団体
二 租税特別措置法 (昭和 32年法律第 26号)第 41条

の 18第 1項第 4号に該当する政治団体の うち、特定の

衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦

し、又は支持することを本来の目的とする政治団体

(国会議員関係政治団体に係る通知 )

第 19条の 3 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候

補者は、前条第 1項第 2号に係る国会議員関係政治団体に

該当する政治団体があるときは、当該政治団体に姑 し、文

書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第

6条第 1項又は第 7条第 1項の規定による届出をする必

要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。

(登録政治資金監査人による政治資金監査 )

第 19条の 司3 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政

治団体の会計責任者 として第 22条第 1項又は第 17条
第 1項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告

妻並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、
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領収書等を徴 し難かつた支出の明細書等及び振込明細書

について、政治資金適正化委員会が行 う政治資金監査に関

する研修を修了した登録政治資金監査人 (以 下この条及び

次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治

資金監査を受けなければならない。

2 前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める

政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に

掲げる事項について行 うものとする。

一 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつ

た支出の明細書等及び振込明細書が保存 されているこ

と。
二 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係 るその

年における支出の状況が記載されてお り、かつ、当該国

会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備

えていること。

三 第 12条第 1項又は第 17条第 1項の報告書は、会計

帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつた支出

の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表

示されていること。

四 領収書等を徴 し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿

に基づいて記載されていること。

3 登録政治資金監査人は、第 1項の政治資金監査を行つた

ときは、政治資金監査報告書を作成 しなければならない。

4 前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。

5 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任

者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務

を行 うべき者その他総務省令で定める者である登録政治

資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第 1

項の政治資金監査を行 うことができない。

6 第 3項の政治資金監査報告書を作成 した登録政治資金

監査人である公認会計士に係る公認会計士法 (昭和 23年
法律第 103号 )第 32条第 2項 (同 法第 46条の 10第
2項において準用する場合を含む。)又は第 3項の規定に

よる調査については、同法第 33条の規定は、適用 しない。

(政治資金監査報告書の提出)

第 19条の 14 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政

治団体の会計責任者 として第 12条第 1項又は第 17条
第 1項の報告書を提出するときは、前条第 3項の規定によ

り登録政治資金監査人が作成 した政治資金監査報告書を

当該報告書に併せて提出しなければならない。

(国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写 しの開示 )

第 19条の 16 何人も、国会議員関係政治団体について、

第 20条第 1項の規定により報告書の要旨が公表 された

日から3年間、当該報告書を受理 した総務大臣又は都道府

県の選挙管理委員会に対 し、当該報告書に係る支出 (人件

費以外の経費の支出に限る。)の うち、第 12条第 2項の規

定により提出すべき領収書等の写 しに係 る支出以外の支

出に係る領収書等の写 し (以下この条及び第 32条第 1号

において「少額領収書等の写 し」という。)の開示を請求す

ることができる。ただし、国会議員関係政治団体でない間

に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この

限 りでない。

2 前項の規定による開示の請求 (以下この条において「開

示請求」という。)は、当該開示請求に係る国会議員関係政

治団体を特定し、少額領収書等の写 しに係る支出がされた

年を単位 とし、かつ、第 12条第 1項第 2号に規定する総

務省令で定める項 目ごとに区分 してしなければならない。

3 開示請求は、次に掲げる事項を記載 した書面 (次項にお

いて「開示請求書」という。)を総務大臣又は都道府県の選

挙管理委員会に提出してしなければならない。

一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名

二 開示請求に係 る国会議員関係政治団体の名称並びに

少額領収書等の写 しに係 る支出がされた年及び第 12
条第 1項第 2号に規定する総務省令で定める項 目

4 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求書

に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者

(以下この条において 「開示請求者」という。)に対 し、

相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。こ

の場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会

は、開示請求者に対 し、補正の参考となる情報を提供する

よう努めなければならない。

5 開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委

員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若 しくは

善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを

除き、当該開示請求があつた日から10日 以内に、当該開

示請求に係る国会議員関係政治団体の会計責任者に対 し、

当該開示請求に係 る少額領収書等の写 しの提出を命 じな

ければならない。ただし、前項の規定により補正を求めた

場合にあつては、当該補正に要 した日数は、当該期間に算

入 しない。

6 国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定によ

る命令を受けたときは、当該命令があつた日から20日 以

内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少

額領収書等の写 しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委

員会に提出しなければならない。ただし、当該命令に係る

少額領収書等の写 しに係 る支出がないとき又は当該命令

に係る少額領収書等の写 しと同一の少額領収書等の写 し

を既に提出しているときは、その旨を通知すれば足 りる。

7 第 5項の規定による命令を受けた国会議員関係政治団

体の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に紺

し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延

長するよう求めることができる。

3 国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定によ

り期間の延長を求めるときは、第 6項に規定する期間内に、

延長を求める期間、その理由その他総務省令で定める事項

を記載 した書面をもつてしなければならない。

9 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第 7項の規

定による期間の延長の求めがあつたときは、第 6項に規定

する期間を相当の期間延長するものとする。この場合にお

いて、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請

求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書

面により通知 しなければならない。

10 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求

者に対 し、第 6項の規定により提出された少額領収書等の

写し (同項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写し

が既に提出されている場合にあつては、当該少額領収書等

の写し)(当 該少額領収書等の写 しに行政機関の保有する

情報の公開に関する法律 (平成 11年法律第 42号)第 5

条に規定する不開示情報が記録 されている場合にあつて

は、当該不開示情報が記録されている部分を除く。)を開示

しなければならない。

11 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規

定により少額領収書等の写 しの全部又は一部を開示する

ときは、第 6項の規定により当該少額領収書等の写しの耗

出があつた日 (第 5項の規定による命令に係る少額領収書

等の写しの全部について、第 6項ただし書に規定する同一

の少額領収書等の写 しが既に提出されているときは、同項

ただし書の通知があつた日)か ら30日 以内に、その旨を

決定し、開示請求者に対 し、その旨及び開示の実施に関し

総務省令で定める事項を書面により通知 しなければなら

ない。

12 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、次の各号

に掲げるときは、遅滞なく、開示請求に係る少額領収書等

の写 しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対 し、
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その旨を書面により通知 しなければならない。
一 当該開示請求が第 5項に規定する権利の濫用又は公

の秩序若 しくは善良の風俗に反すると認められる場合

に該当するとき。
二 第 6項ただし書の規定により、国会議員関係政治団体

から第 5項の規定による命令に係る少額領収書等の写

しに係る支出がない旨の通知があつたとき。

13 第 11項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県
の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由

があるときは、同項に規定する期間を 30日 以内に限り延

長することができる。この場合において、総務大臣又は都

道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対 し、遅滞なく、

延長後の期間及び延長の理由を書面により通知 しなけれ

ばならない。

14 開示請求に係 る少額領収書等の写しが著 しく大量で

あるため、第 6項の規定により少額領収書等の写しの提出

があつた 日から60日 以内にそのすべてについて第 11
項の決定をすることにより事務の遂行に著 しい支障が生

ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総

務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る

少額領収書等の写 しの うちの相当の部分につき当該期間

内に当該決定をし、残 りの少額領収書等の写 しについては

相当の期間内に当該決定をすれば足 りる。この場合におい

て、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第 11項
に規定する期間内に、開示請求者に姑 し、次に掲げる事項

を書面により通知 しなければならない。
一 本項を適用する旨及びその理由

二 残 りの少額領収書等の写しについて開示決定をする

期限

15 少額領収書等の写 しの開示は、閲覧又は写しの交付に

より行 う。

16 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第 5項の

規定による命令に違反 して当該国会議員関係政治団体の

会計責任者が少額領収書等の写 しを提出しないときは、そ

の旨を開示請求者に通知するとともに、その旨並びに当該

国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地

を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法

により公表するものとする。

17 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第 6項の

規定により提出された少額領収書等の写しについて、これ

に係る第 12条第 1項の報告書を保存すべき期間保存 し

なければならない。

18 第 6項の規定により提出された少額領収書等の写 し

(そ の写しを含む。)については、行政機関の保有する情報

の公開に関する法律又は都道府県情報公開条例 (都道府県

の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について

定める当該都道府県の条例をい う。)の規定は、適用 しない。

19 開示請求をする者又は少額領収書等の写 しの開示を

受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣

に対する開示請求に係るものについては政令で定める額

の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を

納めなければならない。

20 前各項の規定は、国会議員関係政治団体が国会議員関

係政治団体以外の政治団体となつた場合においても、第 1

6条第 1項の規定に基づき領収書等を保存 しなければな

らない期間、当該政治団体を国会議員関係政治団体とみな

して適用する。

21 行政事件訴訟法 (昭和 37年法律第 139号 )第 12
条第 4項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に

第 11項若 しくは第 12項の決定 (以下この条において
「開示決定等」とい う。)の取消しを求める訴訟又は開示決

定等に係る不服申立てに対する決定の取消 しを求める訴

訟 (次項において「少額領収書等開示訴訟」という。)が提

起された場合においては、同法第 12条第 5項の規定にか

かわらず、他の裁判所に同一又は同種若 しくは類似の少額

領収書等の写 しに係 る開示決定等又はこれに係 る不服 申

立てに姑する決定に係る抗告訴訟 (同 法第 3条第 1項に規

定する抗告訴訟をい う。次項において同じ。)が係属 してい

るときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在

地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性

その他の事情を考慮 して、相当と認めるときは、申立てに

より又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の

裁判所又は同法第 12条第 1項か ら第 3項までに定める

裁判所に移送することができる。

22 前項の規定は、行政事件訴訟法第 12条第 4項の規定

により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又は

これに係る不服申立てに対する決定に係 る抗告訴訟で少

額領収書等開示訴訟以外のものが提起 された場合につい

て準用する。

(登録 )

第 19条の 18 次の各号のいずれかに該当する者は、登録

政治資金監査人名簿に、氏名、生年月 日、住所その他総務

省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人 と

なることができる。
一 弁護士

二 公認会計士

三 税理士

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受け

ることができない。
一 第 26条の 6又は第 26条 の 7の罪を犯 し刑に処せ

られ、その執行を終わ り、又はその執行を受けることの

なくなつた日から3年を経過 しない者

二 第 19条の 22第 1項の規定により登録を取 り消さ

れ、その取消しの日から3年を経過 しない者

三 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業

務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

(登録政治資金監査人の研修 )

第 19条の 27 登録政治資金監査人は、総務省令で定める

ところにより、政治資金適正化委員会が行 う政治資金監査

に関する研修を受けるものとする。

2 政治資金適正化委員会は、前項の研修を修了した者につ

いて登録政治資金監査人忘簿に当該研修を修了 した旨を

付記するとともに、当該研修を修了した者に封しその旨を

証する書面を交付 しなければならない。

3 政治資金適正化委員会は、第 1項の研修を受ける登録政

治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額
の手数料を徴収することができる。

(会社等の寄附の制限 )

第 21条 会社、労働組合 (労働組合法 (昭和 24年法律第
174号 )第 2条に規定する労働組合をいう。第 3項並び

に第 21条の 3第 1項及び第 2項において同じ。)、 職員団

体 (国家公務員法 (昭和 22年法律第 120号 )第 108
条の 2又 は地方公務員法 (昭和 25年法律第 261号 )第
52条に規定する職員団体をい う。第 3項並びに第 21条
の 3第 1項及び第 2項において同じ。)そ の他の団体は、政

党及び政治資金団体以外の者に姑 しては、政治活動に関す

る寄附をしてはならない。

2 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用 し

ない。

3 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体 (政治

団体を除く。)に対 して、政治活動に関する寄附 (政党及び

政治資金団体に支、すするものを除く。)をすることを勧誘 し、

又は要求してはならない。

4 第 1項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、

1以上の市町村 (特別区を含む。)の区域 (地方自治法 (昭

不口22年法律第 67号)第 252条 の 19第 1項 の指定
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都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第 12条
に規定する選挙区の区域を単位 として設けられる支部以

外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政

治団体とみなす。

(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止 )

第 21条の 2 何人も、公職の候補者の政治活動 (選挙運動

を除く。)1こ 関して寄附 (金銭等によるものに限るものとし、

政治団体に対するものを除く。)を してはならない。

2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用 しない。

罰則

第 23条 政治団体が第 8条の規定に違反 して寄附を受け

又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員

として当該違反行為をした者は、5年以下の禁鋼又は 10
0万円以下の罰金に処する。

第 24条 次の各号の一に該当する者 (会社、政治団体その

他の団体 (以下この章において「団体」とい う。)にあつて

は、その役職員又は構成員 として当該違反行為をした者 )

は、 3年以下の禁錮又は 50万円以下の罰金に処する。

一 第 9条の規定に違反 して会計帳簿を備えず、又は同条、

第 18条第 3項若 しくは第 19条の 4の規定に違反 し

て第 9条第 1項の会計帳簿に記載すべき事項の記載を

せず、若 しくはこれに虚偽の記入をした者

二 第 10条の規定に違反 して明細書の提出をせず、又は

これに記載すべき事項の記載をせず、若 しくはこれに虚

偽の記入をした者

三 第 11条の規定に違反 して領収書等を徴せず、若 しく

はこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者

四 第 16条第 1項 (第 19条の 11第 2項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反 して会

計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつた支

出の明細書等又は振込明細書を探存 しない者

工 第 16条第 1項 (第 19条の 11第 2項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存す
べき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難か

つた支出の明細書等又は振込明細書に虚偽の記入をし

た者

六 第 15条の規定による引継ぎをしない者

七 第 31条の規定により求められた説明を拒み、若 しく

は虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反 し

て同条の報告書等の訂正を拒み、若 しくはこれらに虚偽
の訂正をした者

第 25条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又

は 100万 円以下の罰金に処する。
一 第 12条又は第 17条の規定に違反 して報告書又は

これに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者

―の二 第 19条の 14の規定に違反 して、政治資金監査

報告書の提出をしなかつた者
二 第 12条、第 17条、第 18条第 4項又は第 19条の

5の規定に違反 して第 12条第 1項若 しくは第 17条
第 1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記

載すべき事項の記載をしなかつた者

三 第 12条第 1項若 しくは第 17条第 1項の報告書又

はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

2 前項の場合 (第 17条の規定に係る違反の場合を除く。)

において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者
の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50
万円以下の罰金に処する。
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6-2 公職選挙法 (抄)

(昭和 25年 4月 15日 法律第 100号 )最終改正 :平成 27年 6月

(飲食物の提供の禁止)

第 139条  何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつ

てするを問わず、飲食物 (湯茶及びこれに伴い通常用いら

れる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただ

し、衆議院 (比例代表選出)議員の選挙以外の選挙におい

て、選挙運動 (衆議院小選挙区選出議員の選挙において候

補者届出政党が行 うもの及び参議院比例代表選出議員の

選挙において参議院名簿届出政党等が行 うものを除く。以

下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のた

めに使用する労務者に対 し、公職の候補者 1人 について、
当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の

範囲内で、かつ、両者を通 じて 15人分 (45食分)(第 1

31条第 1項の規定により公職の候補者又はその推薦届

出者が設置することができる選挙事務所の数が 1を超え

る場合においては、その一を増すごとにこれに 6人分 (1
8食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期 日の

公示又は告示のあつた日からその選挙の期 日の前 日まで

の期間の日数を乗 じて得た数分を超えない範囲内で、選挙

事務所において食事するために提供する弁当 (選挙運動に

従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行

するために提供された弁当を含む。)イこついては、この限 り

でない。

(収入、寄附及び支出の定義 )

第 179条  この法律において「収入」とは、金銭、物品そ
の他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をい

う。

2 この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財

産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党

費、会費その他債務の履行 としてなされるもの以外のもの

をいう。
3 この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財

産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をい

う。

4 前 3項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、

供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるもの

その他これらに類するものを含むものとする。

(出 納責任者の選任及び届出)

第 180条  公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及
び支出の責任者 (以下「出納責任者」という。)1人を選任
しなければならない。ただし、公職の候補者が自ら出納責

任者 となり又は候補者届出政党若 しくは参議院名簿届出

政党等若 しくは推薦届出者 (推薦届出者が数人あるときは、
その代表者。以下この項において同じ。)が 当該候補者の承

諾を得て出納責任者を選任 し若 しくは推薦届出者が当該

候補者の承諾を得て自ら出納責任者 となることを妨げな
い 。

2 出納責任者を選任 したもの (選任 したものが候補者届出

政党又は参議院名簿届出政党等である場合にあつては、そ
の代表者)は、文書で、出納責任者の支出することのでき

る金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名押

印 しなければならない。
3 出納責任者を選任 したもの (自 ら出納責任者 となつた者

を含む。)は、直ちに出納責任者の氏名、住所、職業、生年

月 日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名を、文書で、

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会 (参議院
比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に
届け出なければならない。

4 候補者届出政党若 しくは参議院名簿届出政党等又は推

薦届出者が出納責任者を選任 した場合においては、前項の

規定による届出には、その選任につき公職の候補者の承諾

19日 法律第 43号

を得たことを証すべき書面 (推薦届出者が出納責任者を選

任 した場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せ

てその代表者たることを証すべき書面)を添えなければな

らない。

(出 納責任者の異動 )

第 182条  出納責任者に異動があつたときは、出納責任者

を選任 したものは、直ちに第 180条 第 3項及び第 4項の

規定の例により、届け出なければならない。
2 前項の規定による届出で解任又は辞任による異動に関

するものには、前条の規定による通知のあつたことを証す
べき書面を添えなければならない。候補者届出政党若 しく
は参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を

解任 した場合においては、併せて、その解任につき公職の

候補者の承諾のあつたことを証すべき書面を添えなけれ

ばならない。

(出 納責任者の職務代行)

第 ¬83条 公職の候補者又は候補者届出政党若 しくは参

議院名簿届出政党等が出納責任者を選任 した場合及び推

薦届出者が自ら出納責任者 となつた場合において、出納責

任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、公

職の候補者が代わつて出納責任者の職務を行 う。
2 推薦届出者が出納責任者を選任 した場合において、出納

責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、
当該推薦届出者が代わつてその職務を行 う。当該推薦届出

者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、公職の

候補者が代わつて出納責任者の職務を行 う。
3 前 2項の規定により出納責任者に代わつてその職務を

行 う者は、第 180条 第 3項及び第 4項の規定の例により、

届け出なければならない。
4 前項の規定による届出には、出納責任者の氏名 (出納責

任者の選任をした推薦届出者にも事故があるとき又はそ
の者も欠けたときは、併せてその氏名)事故又は欠けたこ

との事実及びその職務代行を始めた年月 日を記載 しなけ

ればならない。出納責任者に代わつてその職務を行 う者が
これをやめたときは、その事由及びその職務代行をやめた

年月日を記載 しなければならない。

(届 出前の寄附の受領及び支出の禁上 )

第 184条  出納責任者 (出納責任者に代わつてその職務を

行 う者を含む。第 190条 の規定を除き、以下同じ。)は、

第 180条第 3項及び第 4項、第 182条 又は第 183条
第 3項及び第 4項の規定による届出がされた後でなけれ
ば、公職の候補者の推薦、支持又は反射その他の運動のた

めに、いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者
のために寄附を受け又は支出をすることができない。

(出納責任者の事務引継 )

第 190条  出納責任者が辞任 し又は解任せ られた場合に

おいては、直ちに公職の候補者の選挙運動に関しなされた

寄附及びその他の収入並びに支出の計算をし、あらたに出
納責任者となつた者に対 し、あらたに出納責任者 となつた

者がないときは出納責任者に代つてその職務を行 う者に

姑 し、引継をしなければならない。出納責任者に代つてそ
の職務を行 う者が事務の引継を受けた後、あらたに出納責

任者が定つたときも、また同様 とする。
2 前項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎ

をする者において前条の規定の例により引継書を作成 し、

引継ぎの旨及び引継ぎの年月 日を記載 し、号1継 ぎをする者

及び引継ぎを受ける者においてともに署名押印し、現金及
び帳簿その他の書類 とともに引継ぎをしなければならな
い 。

(特定の寄附の禁止)
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第 199条  衆議院議員及び参議院議員の選挙に関 しては

国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては

当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴 う契約の

当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならな

V｀ 。

2 会社その他の法人が融資 (試験研究、調査及び災害復旧

に係るものを除く。)を受けている場合において、当該融資

を行なつている者が、当該融資につき、衆議院議員及び参

議院議員の選挙に関しては国から、地方公共団体の議会の

議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、利子

補給金の交付の決定 l不可子補給金に係る契約の承諾の決定

を含む。以下この条において同じ。)を受けたときは、当該

利子補給金の交付の決定の通知を受けた 日か ら当該利子

補給金の交付の日から起算 して 1年を経過 した日 (当該利

子補給金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当

該取消 しの通知を受けた日)までの間、当該会社その他の

法人は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

(公職の候補者等の寄附の禁止 )

第 199条 の 2 公職の候補者又は公職の候補者 となろう

とする者 (公職にある者を含む。以下この条において「公

職の候補者等」とい う。)は、当該選挙区 (選挙区がないと

きは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内 に

ある者に対 し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附

をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若 しく

はその支部又は当該公職の候補者等の親族に対 してする

場合及び当該公職の候補者等が専 ら政治上の主義又は施

策を普及するために行 う講習会その他の政治教育のため

の集会 (参加者に対 して饗応接待 (通常用いられる程度の

食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外

において行われるもの及び第 199条 の 5第 4項各号の

区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行

われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要

やむを得ない実費の補償 (食事についての実費の補償を除

く。以下この条において同じ。)と してする場合は、この限

りでない。

2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内に

ある者に姑する寄附については、当該公職の候補者等以外

の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをして

はならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対 して

する場合及び当該公職の候補者等が専 ら政治上の主義又

は施策を普及するために行 う講習会その他の政治教育の

ための集会に関 し必要やむを得ない実費の補償 としてす

る場合は、この限 りでない。

3 何人も、公職の候補者等に姑して、当該選挙区内にある

者に紺する寄附を勧誘 し、又は要求 してはならない。ただ

し、政党その他の政治団体若 しくはその支都又は当該公職

の候補者等の親族に対する寄附を勧誘 し、又は要求する場

合及び当該公職の候補者等が専 ら政治上の主義又は施策

を普及するために行 う講習会その他の政治教育のための

集会に関 し必要やむを得ない実費の補償 としてする寄附

を勧誘 し、又は要求する場合は、この限 りでない。

4 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙

区内にある者に姑する寄附については、当該公職の候補者

等以外の者に対 して、これを勧誘 し、又は要求 してはなら

ない。ただし、当該公職の候補者等の親族に姑する寄附を

働誘 し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら

政治上の主義又は施策を普及するために行 う講習会その

他の政治教育のための集会に関 し必要やむを得ない実費

の補償 としてする寄附を働誘 し、又は要求する場合は、こ

の限 りでない。

(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止 )

第 199条 の 3 公職の候補者又は公職の候補者 となろ う

とする者 (公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員

である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区 (選挙区

がないときは選挙の行われる区域)内にある者に姑 し、い

かなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表

示 し又はこれ らの者の氏名が類推 されるような方法で寄

附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又は

その支部に対 し寄附をする場合は、この限りでない。

(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止 )

第 刊99条の 4 公職の候補者又は公職の候補者 となろう

とする者 (公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はそ

の氏名が類推 されるような名称が表示 されている会社そ

の他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区 (選

挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、
いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならな

い。ただし、政党その他の政治団体若 しくはその支部又は

当該公職の候補者若 しくは公職の候補者 となろ うとする

者 (公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この

限りでない。

(後援団体に関する寄附等の禁止 )

第 199条 の 5 政党その他の団体又はその支部で、特定の

公職の候補者若 しくは公職の候補者となろうとする者 (公

職にある者を含む。)の政治上の主義若 しくは施策を支持

し、又は特定の公職の候補者若 しくは公職の候補者となろ

うとする者 (公職にある者を含む。)を推薦 し、若 しくは支

持することがその政治活動のうち主たるものであるもの

(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区 (選挙区がな

いときは、選挙の行われる区域)内 にある者に対 し、いか

なる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。

ただし、政党その他の政治団体若 しくはその支部又は当該

公職の候補者若 しくは公職の候補者となろうとする者 (公

職にある者を含む。)に対 し寄附をする場合及び当該後援

団体がその団体の設立目的により行 う行事又は事業に関

し寄附 (花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するも

のとしてされるもの及び第 4項各号の区分による当該選

挙ごとの一定期間内にされるものを除く。)をする場合は、

この限 りでない。

2 何人も、後援団体の総会その他の集会 (後援団体を結成

するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行

その他の行事において、第 4項各号の区分による当該選挙

ごとに一定期間、当該選挙区 (選挙区がないときは、選挙

の行なわれる区域)内にある者に対し、饗応接待 (通常用

いられる程度の食事の提供を除く。)を し、又は金銭若 しく

は記念品その他の物品を供与してはならない。

3 公職の候補者又は公職の候補者 となろうとする者 (公職

にある者を含む。)は、第 199条 の 2第 1項の規定にかか

わらず、次項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、

当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者 (公

職にある者を含む。)に係る後援団体 (政治資金規正法第 1

9条第 2項の規定による届出がされた政治団体を除く。)

に対 し、寄附をしてはならない。

4 この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期

間とする。
一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満

了の 日前 90日 に当たる日から当該総選挙の期 日まで

の間又は衆議院の解散の 日の翌 日から当該総選挙の期

日までの間

二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期

満了の日前 90日 に当たる日から当該通常選挙の期 日

までの閲

三 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による

選挙にあつては、その任期満了の日前 90日 に当たる日

(第 34条の 2第 2項 (同 条第 4項において準用する場

合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつて

は、任期満了の日前 90日 に当たる日又は当該告示がな
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された日の翌日のいずれか早い日)か ら当該選挙の期 日

までの間

四 衆議院議員又は参議院議員の再選挙 (統一対象再選挙

を除く。)にあつては、当該選挙を行 うべき事由が生 じ

たとき (第 38条の 2第 7項の規定の適用がある場合に

は、同項の規定により読み替えて適用される同条第 1項
に規定する遅い方の事由が生 じたとき)そ の旨を当該選

挙に関する事務を管理する選挙管理委員会 (衆議院比例

代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙につ

いては、中央選挙管理会)が告示 した日の翌日から当該

選挙の期 日までの間

五 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補

欠選挙にあつては、当該選挙を行 うべき事由が生じたと

き (第 33条の 2第 7項の規定の適用がある場合には、

同項の規定により読み替えて適用される同条第 2項か

ら第 5項までに規定する遅い方の事由が生 じたとき)そ

の旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員

会 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議

員の選挙については、中央選挙管理会)が告示 した日の

翌日又は当該選挙を行 うべき期 日 (同 条第 3項の規定に

よるものについては、参議院議員の任期満了の日)前 9

0日 に当たる日のいずれか遅い 日か ら当該選挙の期 日

までの間

六 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の うち任期

満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行 う
べき事由が生 じたとき (第 34条第 4項の規定の適用が

ある場合には、同項の規定により読み替えて適用される

同条第 1項に規定する最も遅い事由が生 じたとき)その

旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会
が告示 した日の翌日から当該選挙の期 日までの間
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6-3 国会議員等後援会結成一覧年成27年 8月 18日 現在)

小 計
備考所属別 自民 民 主 公 明 維 新 その他 無所属

衆 参 自 非
合 計税政連

22衆議 院 17

赤議 院

白 治 慎 40

平将明 2後援会

非 朔 職

東   京

衆 議 院 10 17

宏 議 院

白治体
4 34

東京 地 方

非 現職

15衆議 院 11

衆議 院

白治 体

23

千 葉 県

)筐 ア耳Л

衆 議 院 21 28

衆 議 院

白治 体

宮下一郎 2後援

非 瑚 購

44関東信 越

21 29衆議院

赤議院

白治体

43

近   畿

非 現職

衆議 院

赤議 院

鶉 0
北 海 道

)信 野 房

衆 議 院 10 17

衆 議 院

非 テ耳職

東     北

衆議院

参議 院

白治 体

15

大塚耕平後援会

名 古 屋

非 甥`職
13衆 議

参 議 院

白治 体

大塚耕平後援会

非 野 職

東   海

衆議院

宏議院

自治体
北   陸

非 期職

19衆 言 16

赤議 院

4本
中   国

非 ]ヨ耳購

10 10衆議院
赤 議 院

19

四   国

非現職

衆議院

参議 院

鶉 8

九州 北 部

非現職

10

秀 議 院

非 T耳 購 12

南 九 州

衆議院

赤議 院

鶉 0
沖   縄

非 ]ヨ耳職

衆 議 院 151 33 203
46 15 64宏議院

20白治体
(る 29)25

203 73 11 25 327

合   計

計
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6-4 税理士による国会議員等後援会への助成に係る要領

一、趣旨

日本税理士政治連盟は、税理士による国会議

員等後援会の活動の支援するため、次のとおり

助成金交付等を行う。

二、税理士による国会議員等後援会の設立に係

る難

1.日本税理士政治連盟は、税理士による国会

議員等後援会が設立された場合、設立助成金

として5万円を交付するとともに後援会旗を

貸与する。

2.当該設立助成金の交付及び後援会旗の貸与

は、別添の「税理士による国会議員等後援会設

立助成金申請書」及び選挙管理委員会届出に

係る書類の写しをもつて、本連盟

に設立を報告した後援会に限るも

のとする。

3.当該助成金の交付は、本連盟が

単年度予算によることから、設立

後 1年以内に、本連盟に上記 2の

報告があった後援会に限るものと

する。

4.原則として、助成金の送付先は

後援会事務所宛、後援会旗の送付

先は税理士政治連盟事務局宛とす

る。

5,後援会旗については、政治資金

規正法上は無償貸与であっても、

収支報告書に実費を記載するもの

とする。

6.地方公共団体首長の後援会の取

扱いについては次のとおりとする。

(1)新たに首長の後援会が設立さ

れた場合、本連盟は単位税理士

政治連盟の申請により、国会議

員等の後援会と同様に設立助

成金と後援会旗を交付する。

(2)国会議員等が首長に転進した

場合、①活動区域の変更を選挙

管理委員会に届け出る例と②

いったん解散し新たな後援会

として設立を選挙管理委員会

平成 25年 7月 23日・幹事会

L屈け出る例とがある。本連盟は、単位税

理士政治連盟における後援会活動を支援

する見地から、国会議員等と同様に①②の

いずれにも当該助成金を交付するものと

する。ただし後援会旗は交付しなヤち

7.現職議員の引退等に伴う後継者の後援会の

取扱いについては、被後援者が異なることか

ら、それまでの後援会をいつたん解散し、残

余財産がある場合は単位税政連に返却したう

えで、新たな後援会として設立を選挙管理委

員会に届け出ることとする。なお、後援会旗

り頒布及び助成金については、当然、新たに

設立する場合と同様となる

《男u添》

税理士による国
―

        疇

平成  年  月  日

日本 籐 螂

殿

粒理

―

会長          印

下記のとおり「税理士による国会議員等後援会の支援に関する軸 により、税理とによる国

会議員等の後崚会パ設立されましたので、設立にか力る功成の措置を中講いたしまi

名 称  お艇 士による         鶴

催 撥者の所          選挙区等 (      )

▲
筆

嚇 勒

功成金振込先

韓    要金書留  (どちらかをお選び下さを、 )

日塵名

銀行       支店

普通預金   当座預金  (該当する方をOてお囲み下さしヽ )

的

設 立 総 会  開 催

会 場 名

T

所 在 地

闇 子番号

視電を 希筆する  希望しない (該当する方をOてお田み下さと、)

助成全 じ隆道留の身9勅
T

住  所

氏  弟

鶏

※後援会旗は貴連盟事務局Iと送付いたしまi
※後援会膜及び祝電を設立総会時にご使用される後接会は、配送希望日の3週間前までに申語書

を躙出して下さV、

日 珀碗  年   月  日 ( )
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6-5 会報『日本税政連」 (平成27年 4月 1日ω より

後援会活動に関するアンケー ト結果の概要について

当委員会は、「税理士による国会議員等後援会」

(以下、「後援会」という。)の現状と問題点の

把握、並びに組織の

'釘

ヒと活動の活性化に資す

る施策を講じるため、全国の後援会に対しアン

ケー ト調査を行つ亀

平成25年 12月 20日 時点の後援会会長300
人に対し、同年 1月 1日 から12月 31日 までの

1年間の活動を対象期間としてアンケー ト調査

を行い、222会 (回答率 74%)から回答を得

た。調査内容は、後援会の組織、活動、選挙運

動、登録政治資金監査人制度、単位税政連に対

する要望等について尋ねたものである。
ここでは、今回の調査結果から現状分析を行

うとともに、後援会の抱える課題とそれへの対

応策を明ら力引こする。

なお、当委員会では、平成 22年、24年に同

様のアンケー ト調査を実施しており、結果を時

にとらえて してい

会員数の平均は、設立時 68人、現在 83人と
いう結果となつた。設立時の会員数は最大で 3

00人、最少で 10人、現在土の会員数は最大で7

05人、最少で 7人であつた。会員数は設立時

に比べ、現在の方が増加する傾向が見える。

役員構成等について、「会長就任期間の平均」

は4・ 7年 (幹事長就任期間も近似値である)

であつ亀 「役員数の平均」は 15。 2人、「役員
の平均年齢」は 60。 7歳であつた。なお、役員
の平均年齢は、61～65歳が最も多い結果となつ

定期総会については、藤 本人が参加のうえ

開催した」と回答した後援会は 129、 「秘書が

参加のうえ開催 した」と回答した後援会は 8、

「開催していない」と回答した後援会は 83、「無

回答」は2で、開催率は 61・ 7%であった。

定期総会未開催の理由として回答が多ヤⅥ頁に

限 多に」「活動低下」「会員が集まらない」
となっ亀

国政報告会・研修会等については、「開催した」

と回答した後援会が 144、 「開催していない」

と回答した後援会が 72、 無回答は6で、開催率

は 64。 9%であつた。これらは、定期総会開催

数とジンクしており、定期総会開催時に開催さ

れている後援会が多いとみられる。

後援会対策委員会 委員長 南条 吉雄

[東
′
盾活動については、「陳情を行つた」と回答

した後援会が 180、「実施していない」と回答
した後援会が 38、 このうち非現触議員が 16で

あつた。陳清回数の平均は、年 1・ 8回で、最

多は3会が回答した年 5回であつた。実施して
いない後援会の理由としては、「今後は実施の予

泡  「県知事、市長のため」時鉤員多1白 「活動低

下」等が挙がつ亀

確定申告期間の税務支援の視察については、

議員本人または議員秘書が「視察した」と回答
した後援会が91(う ち本人が 83)、 「視察してい

ない」と回答した後援会が125であつた。未

実施の理由として「日協調整が合わない」「特に

依頼しない」「議員多1白 「非現職のため」等が

挙がつ亀

会費徴収の有無については、「定期的に徴収し

ている」と回答した後援会が 45、 「定期徴収せ

ずその都度徴収」と回答した後援会が 97、 職
収していない」と回答した後援会が 72である。

定期徴収の最大額は年間 1万 3000円、最少

額は500円で、平均は4670円 という結果
となった。

単位税政連の対応については、「十分である」
と回答した後援会が 151、 「支援が必要」と回

答した後援会が 56であっ亀 後援会の求めてい

る支援内容の3分の2が金銭的支援であり、金

額は年間 5～ 10万円を希望した回答が最も多
い結果となった。その他の支援内容としては、
「ノウハウ」「人的支援」「後援会の宣伝」等が

挙がつ亀

後援会の直面する課題としては、回答が多い

順に「活動の低下」「役員の高齢化」「会員数の

減少」「財政の逼迫」「単位税政連との連携」と
いう結果なつた。

Ⅲ 選挙運動について

後援会の選挙運動については、「電話作戦」が

100と最も多く、続いて「決起大会」が 79、

「葉書」が 56と いう結果となった。「案書」で
の対応は殆どの後援会が運動をしていると思わ

れる。

選対本部の設置の有無について、醒 した」
と回答した後援会が 57、 1誕しなかった」と

回答した後援会が149であつ亀

選対本部の常駐人員については、最多が5人、

はじめに

I 後援会の組織について

Ⅱ 後援会活動について

Ⅳ 登録政治資金監査人制度について
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「国会議員関係政治団体 (寄附金控除適用団

体)である」と回答した後援会が 44、 「非該当」
が 164であった。総数の2害Jが寄附金控除適

用団体であると推測できる。

政治資金幣杏を行う (後援会に対する)コン

プライアンスの周知・徹底については、各単位

税政連においても、公職選挙法及び政治資金規
正法の選挙関連 2法研修会等を通して適切な対

応が求められる。
があっ

または「陳情実施」の二つの活

動と、その他の活動の相関関係をみる。
「総会開催」をした137の後援会は、89。

9%が「「東′清実施」、46。 7%が「税務支援視察」、
81%が 「他会合開催」、76・ 6%が 「会費徴収」
を行つてい亀 「総会開催」「卜東J清実施」「他会合

実開イ樫」「会費徴収」の相関関係は極めて強しも
一方、「総会開催」していない後援会は、「陳情

実施」以外の活動の実施率は 30～40%程度と低
い結果となった。

次に「
F東

1盾実施」との相関関係をみる。「陳
′盾

実施」をした180の後援会は、68・ 3%が「総

会開イ角、46・ 1%が 「税務支援視察」、
71・ 7%が「他会合開イ樫」、65・ 6%が 「会費徴

収」を行つてい亀
一方、「「東′清実施」していない後援会は、36・

8%しか総会を開催していないという結果とな
つた。

Ⅵ 課題への具体的対応策について

日常活動としては、議員本人との関係を写節ヒ
し、本人主催の会合、研修会に必ず参加し、議

員会館への訪間の頻度をあげるとともに、広報

活動を強化し地域での組織の認知度を高め、会

員増強を図る。

先にも述べたが、定期総会未開催の理由とし

て「議員多1白 とあるのは、議員目線からの後

【表 :定期総会開催の有無によるその他の活動との相関表】

援会への評価であると考えた方が理解できるが、

定期総会の開催が急務である。また、勉強会等

イベントを開催し、若手会員の参加を呼びかけ、

活動の中心的な役割を担つてもらう。

支部定例会等での発信の写釘ヒと地域での被後

援者の後援会活動への関わりを深める。

なお、後援会が求める声としては、単位税政

連との連携、日税政の活動の公開等の情報開示、

日税政の交渉力の3釘ヒ、活動モデル集の作成等

23年 8月 に本連盟が制定した「税理士による

国会議員等後援会の支援に関する規程 (準則)」

のもと、各単位税政連において同規程の制定が

進んでいる。すべての後援会が同規程に定めら

れる「支援後援会」に該当するように、後援会
の総会等は開催すべきと考える。

税政連1ま 「税理士党」であり、税政連の活動
の目的を国会議員等の支援に体現したものが後

援会である。税理士党の中核といわれる所以で

もある。他の士業からの追随を許さず、被後援

者からも高い評価を受けているのが「税理士に

よる後援会」である。取り巻く環境の変化に的

確に対応していくために「後援会の会員」の増
加は喫緊の課題である。み或′l生を超えて「為せ

ることから為す」という行動に対し、会員一人
一人が,いを―にして、運動に一人でも多くの参

加を切にお願いするものである。当委員会とし

ては、全国の後援会から寄せられた貴重なご意

見に的確かつ迅速に対応すべく、C後援会総会

開催助成う②後援会を紹介した広報誌「アクテ

ィブ」を全国の後援会に発信など出来るものか

ら実施している。会員の皆様には、今後とも当
委員会の活動へのご理解、ご協力をお願い申し
上げる。

V 相関関係について
おわりに

会費徴収 税務支援視察 国政報告会等の開催実績

有 無 無回答 有 無 無回答 有 無 無回答

有 137 105 29 3 64 71 2 111 25

無 83 35 43 5 26 53 4 31 47 5

無回答 2 2 0 0 0 2 0 0

6 12争4 72 6

総会

開催

計 222 142 72 8 91 125
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6-6 税制改正の流れ Q団 4～ 15年 )

税制改正の流れ(2014～ 15年 )

《政府・与党》 《日 《日税政》

１

月

　

　

２

月

　

　

　

３

月

４

月

５

月

6

月

通常国会会期末(6/22)

7 与党税制協議会ヒアリング(7/8～

月 日税政。日税連は7/8)

各府省庁人事異動

|こ

８

月

　

　

９

一月

(7/22)

え意見陳述
自民党(予算
策懇談会)

10

月

11

月

定期大会懇親会に出席の国会議員に

政策。国対合同会議/税制改正陳情/会

長・幹事長等が与党政調会長・大臣等
に陳情(10/29)

に関する政

1/5'

1/14)

‐２

月

　

１

月

　

２

月

　

３

月

国

税法改正法案国会提出(国税2/4、 地

方税2/7)

税制改正法案衆議院通過 (2/28)

(3/31、 施行

20)

制
改
正
建
議

・
要
望

の
審
議

レ

の検討を開始(2/10)

各税理士会で税制改正建議を決定
日税連に提出(3/31糸 市切)

改正建議を機関決定

政策委員会が税制改正要望を起草

(6/16)

幹事会で税制改正要望を機関決定

(7/28)

・
与
党
税
調

の

自民党政調の各部会が次年度税∬Fil

向けた検討を開始

臨時国会 (9/29～■/30)

自民党税制調査会が次年度改正に

向けた検討を開始 (11/20)

与党税制改正大綱決定(12/30)

税制改正大綱閣議決定(r2ヵF)

予算案閣議決定 (ア2/24)

り(3/29)

税制改正法案衆議院通過(2/28)

(国税2/イ 、地

方税2/7)

77)
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※斜体ゴシックは前年の日付



編 集 後 記

平成 26年 3月 に 13年ぶりに税理士法が改正されました。これもひとえに日々 の各後援会活
動の成果であると感謝申し上げます。
平成 23年 8月 に「後援会活動のてびき」 (改訂腕 が発刊されて4年が経過いたしまするこ

の間支援規程の創設、公選法をはじめとしての各種改正が行われたことを受けそれに対応でき
るよう今回改訂いたしました、また、文言について統一性も考慮し編集いたしました。

「税理士による国会議員等後援会」の活動は税政連活動の中心的存在であり、その役割は極
めて大きいものがあります。更なる税理士法改正に向けて、今回の改訂版が後援会活動の滑 l生

化に役立てて頂くことを念願致します。

平成 27年 8月

後援会対策委員会

委 員 長

副 委 員 長

同

委   員

同

同

同

同

同

同

加賀谷 清 孝

波多野 光 擦

(東  D
(関東信越

(近  翻

(東  刑

(東京地方)

(東  北)

(名 古 D
(東  D
(中  国)

(九州北部)

鞠獅脚嘲薫

藤鞠旭崎車
仁

筆

鞠

尾

山

原

長

唯

桑

「後援会活動のてびき」改訂′lヽ委員会
小委員 長   旭  輝 明 (近  翻
委   員  入 江  薫  (東京切

同    安 納 宏 和 (関東信越








